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経営レポート



事業の概況・組織
第⚖⚑期（平成⚒⚔年度）経営環境・事業概況 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□環境 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□預金・貸出の推移 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□損益の状況 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□対処すべき課題 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
事業方針 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□基本方針 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑
□経営方針 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒
事業の組織 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒
役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名） ――――――――――――――――――――――――――――― ⚓
業種別組合員数 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓
□組合員資格に係る地区一覧 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓

経営管理体制に関する事項
総代会について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓
□総代会の仕組みと役割 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓
□総代の選出方法、任期、定数 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓
□第⚖⚑期通常総代会の議事概要 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
法令等遵守体制 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
□個人情報保護宣言 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
□反社会的勢力に対する取組み ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ―――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
□苦情処理措置 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
□紛争解決措置 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚔
リスク管理体制 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚕
□信用リスク管理について ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚕
□市場リスク管理について ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚕
□流動性リスク管理について ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚕
□オペレーショナル・リスク管理について ―――――――――――――――――――――――――――― ⚕

経理・経営内容
貸借対照表 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚖
損益計算書 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚖
財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について ――――――――――――――――――――――――― ⚖
会計監査人による監査の状況について ―――――――――――――――――――――――――――――― ⚖
貸借対照表の注記事項 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚗
剰余金処分計算書 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚐

損益の状況及び経営諸比率
粗利益 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚑
経費の内訳 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚑
役務取引の内訳 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚑
受取利息及び支払利息の増減 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚑
業務純益 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚑
主要な経営指標の推移 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
総資産利益率 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
総資金利鞘等 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
預貸率及び預証率 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
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一店舗当りの預金及び貸出残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
職員⚑人当りの預金及び貸出残高 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚒
役員の報酬体系 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚓
資金運用勘定、調達勘定の平均残高等 ―――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚓
その他業務収益の内訳 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚓

資金の調達
預金の状況 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚓
預金種目別平均残高 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚓
預金者別預金残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔
定期性預金種類別残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔
財形貯蓄 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔

資金の運用
貸出の状況 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔
貸出金種類別平均残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔
貸出金業種別残高・構成比 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚔
担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚕
貸出金金利区分別残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚕
消費者ローン・住宅ローン残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚕
貸出金使途別残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚕
代理貸付残高の内訳 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚕

リスク管理債権
リスク管理債権及び同債権に対する保全額 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚖
金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額 ―――――――――――――――――――――――――― ⚑⚖

有価証券の状況
有価証券種類別平均残高 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚗
有価証券種類別残存期間別残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚗
子会社・子会社法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの ―――――――――――――――――― ⚑⚗
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 ―――――――――――――――――――――― ⚑⚗
有価証券の時価、評価差額等 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
金銭の信託、その他の金銭の信託及びデリバティブ取引 ―――――――――――――――――――――― ⚑⚘

為替・その他の状況
内国為替取扱実績 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
外国為替取扱高 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
運用目的、満期保有目的及びその他の金銭の信託 ――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
外貨建て資産残高 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
公共債引受額 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
公共債窓販実績 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚑⚘
金融円滑化法に基づく措置の実施状況（平成⚒⚕年⚓月末） ――――――――――――――――――――――⚑⚙

自己資本の充実状況
定性的開示事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚑、自己資本調達手段の概況（平成⚒⚔年度末現在） ―――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚒、自己資本の充実度に関する評価の概要 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚓、信用リスクに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚔、信用リスク削減手法に関するリスク管理方針及び手続の概要 ―――――――――――――――――― ⚒⚐



⚕、派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 ― ⚒⚐
⚖、証券化エクスポージャーに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚗、オペレーショナル・リスクに関する事項 ――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚐
⚘、出資または株式等エクスポージャーに関するリスク管理方針及び手続の概要 ――――――――――― ⚒⚐
⚙、金利リスクに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚑
定量的開示事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚑
⚑、自己資本の構成に関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚑
⚒、自己資本の充実度に関する事項 ――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚒
⚓、信用リスクに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚓
（⚑）信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別及び残存期間別） ―― ⚒⚓
（⚒）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ―――――――――――――――― ⚒⚓
（⚓）業種別の貸倒引当金及び貸出金償却の残高 ――――――――――――――――――――――――― ⚒⚔
（⚔）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 ――――――――――――――――――― ⚒⚔
⚔、信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー ―――――――――――――――――――――― ⚒⚔
⚕、派生商品取引及び長期決済期間取引の相手のリスクに関する事項 ―――――――――――――――― ⚒⚔
⚖、証券化エクスポージャーに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚕
⚗、出資等または株式等エクスポージャーに関する事項 ―――――――――――――――――――――― ⚒⚕
（⚑）貸借対照表計上額及び時価等 ――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚕
（⚒）出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 ――――――――――――――――――― ⚒⚕
（⚓）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 ―――――――――――― ⚒⚕
（⚔）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 ――――――――――――――――――― ⚒⚕
⚘、金利リスクに関する事項 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚕

主要な事業の内容
□店舗と商品のご案内 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚖
商品のご案内 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚖
各種手数料 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚒⚘

ぶんしんのあゆみ
当組合のあゆみ（沿革） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――⚒⚙
トピックス
●出版クラブを通じた被災地復興支援 ―――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●新ローンの取扱い開始 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●創立⚖⚐周年記念事業 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●組合の組織変更 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●でんさいネット取扱い開始 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●業務継続計画（BCP）の制定 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐
●新人事制度の導入 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚐

出版関連業界及び地域のみなさまとの交流（貢献）の状況について
●神保町ブックフェスティバル、古本まつり協賛 ――――――――――――――――――――――――― ⚓⚑
●全出版人大会協賛 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚑
●出版団体等の事務管理 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚑
●地元商店街の催し参加 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ⚓⚑



事業の概況・組織

˙ 環境
平成⚒⚔年度の我が国経済は、東日本大震災の復興が徐々に軌道に乗りつつある一方で、欧州の債務危機、政情

不安定に伴う世界経済の減速傾向をうけ不透明感がある状況から、年末の総選挙を経て、新政権による経済対策・
金融対策の効果などを背景に、景況感もやや明るさが出てきています。しかし、当組合が拠って立つ出版及びそ
の関連産業では、平成⚒⚓年の出版販売額は⚘年連続で前年割れとなり（出版科学研究所調べ）、厳しい経営環境が
続いています。当組合におきましても、創業⚖⚐周年を迎えて、一層経営の効率化を進めるために、江戸川及び文
京の二か店を⚑⚐月に本店に統合いたしました。

˙̇̇ 預金・貸出の推移
（⚑）当組合の預金等は、⚑⚐月に実施した店舗の統廃合、業態を超えた金融機関間の競争の影響を受けて、期末
残高は⚓⚒⚙億⚑，⚔⚐⚐万円と前期比⚒⚕億⚒，⚐⚐⚐万円の減少となりました。期中平均残高は、⚓⚓⚒億⚒，⚑⚐⚐万円であり、前
期比⚑億⚙，⚕⚐⚐万円の減少と期末残高の減少幅に比べて少なく、店舗統廃合の影響を最小限に止めることができま
した。
（⚒）貸出につきましては、理事会のバックアップを得て、創業⚖⚐周年を機に積極的な営業展開を図った結果、
期末残高は⚑⚗⚕億⚓，⚒⚐⚐万円と前期比⚓億⚙，⚘⚐⚐万円の増加、期中平均残高は、⚑⚖⚒億⚘，⚒⚐⚐万円、前期比⚑⚓億⚗⚐⚐万
円と大幅に増加することができました。

˙̇̇ 損益の状況
（⚑）収益面では、業務収益の柱である貸出金利息は、貸出金期中平均残高増加の結果、⚓億⚕，⚓⚐⚐万円と前期比
⚒，⚓⚐⚐万円増加しました。また、余裕資金は、安全性重視で運用し、全信組連預け金を増額、預け金利息が前期比
⚖⚐⚐万円増加しました。役務取引等収益は、テナント収入増により前期比⚑，⚐⚐⚐万円増加しました。期末に有価証
券の一部を売却し、国債等債権売却益を計上、その他業務収益は前期比横這いとなっております。以上の結果、
経常収益は、⚕億⚙，⚕⚐⚐万円と前期比⚔，⚙⚐⚐万円の増収となりました。
（⚒）費用面では、預金・積金残高がやや減少し、定期預金金利を逐次見直した結果、預金利息・給付補填金は、
⚕，⚘⚐⚐万円と前期比⚒，⚗⚐⚐万円減少しました。また、経費につきましては、店舗統廃合に係る費用及び創立⚖⚐周年
記念行事に係る費用負担がありましたが、その他の費用を削減し、⚔億⚔，⚗⚐⚐万円と前期比⚑，⚗⚐⚐万円減少させる
ことができました。その他経常費用では、貸出金償却を⚒，⚘⚐⚐万円行いました。この結果、経常費用は、⚕億⚕，⚙⚐⚐
万円と前期比⚔，⚑⚐⚐万円の減少となりました。
（⚓）以上の結果、経常利益は⚓，⚕⚐⚐万円と⚓期ぶりの黒字を計上し、法人税等を差引いた当期純利益は、⚓，⚒⚐⚐
万円となりました。

˙̇̇ 対処すべき課題
平成⚒⚕年度においては、政府による財政出動、日銀による金融緩和策によって、次第に景気回復に向かうこと

が期待されますが、中小企業分野における金融機関の競合は、激しさを増すものと見込まれます。「中小企業等金
融円滑化法」が平成⚒⚔年度末で期限を迎えましたが、金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決
策の提案、実行支援の実施を求められています。
当組合では、このような状況に対応し、出版及びその関連産業、地域に強固な事業基盤を有する信用組合とし

て、資本効率を重視した業務運営を徹底してまいります。具体的には、ガバナンス機能を強化して出版及びその
関連産業並びに地域との連携を図り、業務純益の確保・拡大を進めるとともに、コンプライアンス遵守態勢、リ
スク管理態勢を強化します。さらに、職員の育成に努めて、お客様の満足度向上を図ってまいります。平成⚒⚕年
度を、持続的成長可能な利益を確保する態勢を整備する一年と位置付けて、復配に向けて役職員一同、全力で取
り組んでまいる所存でありますので、今後とも一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第⚖⚑期（平成⚒⚔年度）経営環境・事業概況



˙ 基本方針
当組合は、出版及びその関連産業と地域の金融の円滑化に尽くすことを使命とし、相互扶助の精神に基づいて

組合員に奉仕し、皆様と共に発展してまいります。
˙̇̇ 経営方針
当組合は、出版及びその関連産業と地域の皆様にお役に立つ身近な協同組織金融機関として、一層のご信頼を

いただける経営を目指し、健全性確保と経営基盤の強化に努めます。
そのために
（⚑）業界と地域の発展、さまざまなニーズに金融面から的確にお応えしてまいります。
（⚒）収益性・安定性を高めて、自己資本の充実を図ります。
（⚓）コンプライアンス遵守態勢、リスク管理態勢を引続き強化します。
（⚔）金融人として成長し、お客様の負託にお応えできる人材、組織作りに努めます。

●●●事 業 の 組 織

会 長

総 代 会

理 事 会

常 務 理 事

常勤役員会

常 勤 理 事

監 事 会

理 事 長

監 査 室
専 務 理 事

営業推進本部

営業店（二店舗）

業務推進部融 資 部 事 務 部 総 務 部

事 業 方 針



平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日現在
理事会長 大坪 嘉春 （※） 理 事 島村 博之 （※）
理 事 長 大谷 健美 理 事 竹尾 稠 （※）
専務理事 渋谷 喜代次 理 事 常川 和勇 （※）
常務理事 広瀬 正 理 事 花崎 博己 （※）
常勤理事 滑川 直秀 理 事 福田 光明 （※）
常勤理事 柿本 和美 理 事 舩坂 良雄 （※）
理 事 秋元 康男（※） 理 事 星野 一男 （※）
理 事 朝倉 邦造（※）
理 事 井田 隆（※） 常任監事 浅田 隆博
理 事 相賀 昌宏（※） 監 事 後藤 武
理 事 大橋 信夫（※） 監 事 森永 伸博

（注）⚑ 監事 浅田隆博は、協同組合による金融事業に関する法律第⚕条の⚓第⚑項に規定する員外監事であ
ります。

⚒ 当組合は、職員出身者以外の理事（※印）の経営参画によって、ガバナンスの向上や組合員の意見の
多面的反映に努めております。

役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）

業種別組合員数

合 計その他紙 業取 次書 店製 版製 本印 刷出 版
⚖，⚓⚘⚑⚑，⚙⚙⚒⚗⚐⚗⚒⚒⚒⚑⚒⚖⚙⚗⚖⚑⚑，⚑⚓⚕⚑，⚘⚖⚑

平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日現在（単位 人）

経営管理体制に関する事項

˙̇̇総代会の仕組みと役割
信用組合は、組合員の相互扶助の精神を基本理念に金融活動を通じて経済的地位の向上を図ることを目的とし

た協同組織金融機関です。信用組合には、組合員の総意により意思を決定する機関として「総会」が設けられ、
組合員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権及び選挙権を持ち、総会を通じて組合の経営等に参加すること
ができます。組合員数が⚒⚐⚐人を超える信用組合は、中小企業等信用組合法及び定款の定めるところによって、総
会に代わる「総代会」を設けることができ、当組合でも組合員全員の同意を得るには組合員数が多く困難なため、
「総代会」を設置しています。総代会は信用組合の最高意思決定機関であり、決算、事業活動等の報告が行われ
るとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、理事・監事の選任など、信用組合の重要事項に関する審
議、決議を行います。

˙̇̇総代の選出方法、任期、定数
総代は、総代会での意思決定が広く組合員の意思を反映し適切に行われるように、業種別及び地域の代表とし

て組合員の中から総代選挙規約に基づき選挙を行い選出されます。
総代の任期は⚒年、総代の定数は、定款において⚑⚓⚐人以上⚑⚖⚐人以内とされており、平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日現在⚑⚓⚙

人であります。

総代会について

˙̇̇ 組合員資格に係る地区一覧
当組合の地区組合員資格

都内一円
小規模の出版業、印刷業、製本業、再販業、出版物小売業、取次
業、紙業及びこれに関する小規模の事業者並びにその法人の役員
及び勤労者

千代田区、新宿区、中央区、文京区、板橋区、港区小規模の上記以外の一般の事業者並びにその法人の役員、右記に
勤務先がある勤労者、住所または居所を有する個人



˙第⚖⚑期通常総代会の議事概要
平成⚒⚕年⚖月⚑⚙日第⚖⚑期通常総代会を日本出版クラブ会館で開催いたしました。当日は、総代⚑⚓⚙人のうち、出

席者⚑⚐⚙人（うち、委任状による代理出席者⚔⚕人）のもと、全議案が原案通り可決・承認されました。
第⚑号議案 第⚖⚑期事業報告・貸借対照表・損益計算書承認の件
第⚒号議案 第⚖⚑期剰余金処分案承認の件
第⚓号議案 第⚖⚒期事業計画及び収支予算案承認の件
第⚔号議案 第⚖⚒期事業年度役員報酬承認の件
第⚕号議案 組合員除名承認の件
第⚖号議案 定款一部変更承認の件
第⚗号議案 任期満了に伴う理事・監事選任の件
第⚘号議案 退任役員に対する慰労金贈呈の件

法令等遵守体制の維持・向上は、当組合の最重要経営課題であり、出版及びその関連産業、地域における協同
組織金融機関としてコンプライアンス・マニュアルを制定し、経営の健全性・業務の適切性の確保に努めています。
当組合では、コンプライアンス委員会、常勤役員会でコンプライアンス・プログラム（年度計画）を策定し、

理事会に報告のうえ、本部・営業店にコンプライアンス・オフィサーを配置して実践に努めております。

˙̇̇個人情報保護宣言
当組合では、個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令等を遵守して、お客

様の情報を厳格に管理し、お客様の希望に沿って取扱うとともに、その正確性・機密の保持に努めることを宣言
しています。

˙̇̇反社会的勢力に対する取組み
当組合は、業域信用組合としての社会的責任と公共的使命に鑑みて、「反社会的勢力対応規程」等を定め、社会

の秩序や安全に脅威を与え健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断していま
す。反社会的勢力からの不当な要求に対しても確固たる態度で対応するなど、反社会的勢力への対応に取組んで
おります。

˙̇̇苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引きのある営業店または下記の窓口にお申し出ください。
本部相談窓口 業務推進部 ⚐⚓－⚓⚒⚙⚒―⚘⚒⚘⚑（代表）
受付日 月曜日～金曜日（土日、祝日及び組合の休業日は除く）
受付時間 午前⚙時～午後⚔時

なお、苦情等対応手続については、店頭掲示のポスターまたは当組合のホームページをご覧ください。
http://www.bunka-shinyo.co.jp

˙̇̇紛争解決措置
東京弁護士会 紛争解決センター（電話 ⚐⚓－⚓⚕⚘⚑－⚐⚐⚓⚑）
第一東京弁護士会 仲裁センター（電話 ⚐⚓－⚓⚕⚙⚕－⚘⚕⚘⚘）
第二東京弁護士会 仲裁センター（電話 ⚐⚓－⚓⚕⚘⚑－⚒⚒⚔⚙）

上記 弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご相談を希望される
お客様は、当組合本部相談窓口またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客様から直接各弁護士会に
お申し出いただくことも可能です。なお、上記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様もご利
用いただけます。
仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立てについて、当事者のご希望を聞いたうえで、アクセ

スに便利な地域で手続きを進める方法もあります。
①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に移管する。
②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ

法令等遵守体制

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容



会議システム等により、共同して解決に当る。
※移管調停、現地調停は、全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的な内
容は、仲裁センター等にご照会ください。

金融自由化、国際化等の進展や情報技術の発達により、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しております。
私ども信用組合は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等様々なリスクに直面
しています。当組合では、お客様が安心してお取引いただけますように、このような業務に内在する各種リスク
管理を強化してまいりました。理事会が「統合的リスク管理方針」「統合的リスク管理規程」を制定し、リスクの
評価及びモニタリング並びにリスク削減計画に関する重要事項を決定し、常勤役員会が多岐にわたるリスクを統
括管理する態勢としております。さらにリスク管理規程を制定し、各種リスクを的確に把握・分析し、リスク毎
の管理を厳正に行うために担当部署、役割を定め、リスク管理体制の充実に努めております。
˙信用リスク管理について
「信用リスク」とは、お客様の財務状態の悪化等により、貸出金の元金や利息の回収が、減少あるいは消滅する
ことにより損失を被るリスクをいいます。
当組合では、貸出審査部門と営業推進部門とをそれぞれ独立させ、融資審査に係る諸規程に従い態勢を整備し

ております。また、融資研修を実施して人材を育成し、お客様の相談に応じられる体制の強化を進めております。

˙̇̇市場リスク管理について
「市場リスク」とは、金利、為替、株価等様々な市場リスク・ファクターが変動することにより、資産、負債の
価値あるいは資産、負債から生じる収益が変動し損害を被るリスクをいいます。
当組合では、毎月リスク状況をモニタリングして、常勤役員会に報告する態勢としております。

˙̇̇流動性リスク管理について
「流動性リスク」とは、市場の混乱等によって通常より著しく不利な条件で取引を行わざるを得ない状況により
損失を被る「市場流動性リスク」と、必要な資金の確保ができなかったり、通常より著しく高い金利で資金調達
をせざるを得ない状況により損失を被る「資金繰りリスク」とがあります。
当組合では、常に関連情報の収集に努めるとともに、全国信用組合連合会への預け金等資金の効率的運用を行

い、必要な流動性を確保する態勢をとっております。

˙̇̇オペレーショナル・リスク管理について
「オペレーショナル・リスク」とは、事務処理、コンピュータシステム、役職員の行為等が不適切であることに
より損失を被るリスクをいいます。
当組合では、事務水準の向上や業務運営の適正化を図り、また、コンピュータの不正使用、データや情報の流

出の防止を徹底するために、職員の事務研修、営業店の自主監査、監査室による内部監査を定期的に実施してい
ます。

一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所

受付日 月曜日～金曜日（土日、祝日及び協会の休業日は除く）
受付時間 午前⚙時～午後⚕時
電話 ⚐⚓－⚓⚕⚖⚗－⚒⚔⚕⚖
住所 〒⚑⚐⚔－⚐⚐⚓⚑

東京都中央区京橋⚑－⚙－⚑（全国信用組合会館内）

リスク管理体制



経理・経営内容

●●●貸 借 対 照 表

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末科 目
（資産の部）

⚒⚙⚒，⚓⚓⚔⚔⚒⚙，⚓⚐⚘現 金
⚑⚓，⚗⚕⚔，⚘⚐⚒⚑⚕，⚕⚒⚒，⚑⚙⚔預 け 金

⚐⚐買 入 手 形
⚐⚐コ ー ル ロ ー ン
⚐⚐買 現 先 勘 定
⚐⚐債券貸借取引支払保証金
⚐⚐買 入 金 銭 債 権
⚐⚐金 銭 の 信 託
⚐⚐商 品 有 価 証 券

⚑，⚖⚐⚖，⚕⚘⚒⚒，⚖⚔⚑，⚓⚒⚐有 価 証 券
⚑⚗，⚕⚓⚒，⚘⚙⚗⚑⚗，⚑⚓⚔，⚐⚑⚙貸 出 金

（ ⚑⚐⚐，⚐⚐⚐）（ ⚑⚐⚐，⚐⚐⚐）（うち 金融機関貸付金）
⚐⚐外 国 為 替

⚓⚒⚓，⚕⚕⚖⚓⚐⚒，⚙⚕⚖そ の 他 資 産
⚑，⚔⚕⚐，⚑⚘⚖⚑，⚔⚕⚒，⚔⚔⚕有 形 固 定 資 産
⚒，⚘⚔⚖⚓，⚒⚘⚕無 形 固 定 資 産
⚐⚐繰 延 税 金 資 産
⚐⚐再評価に係る繰延税金資産

⚖，⚘⚙⚗⚗，⚘⚘⚑債 務 保 証 見 返
△⚒⚐⚑，⚗⚘⚔△⚒⚐⚒，⚙⚑⚑貸 倒 引 当 金
（△⚑⚑⚖，⚖⚑⚕）（△⚑⚑⚑，⚖⚐⚘）（うち個別貸倒引当金）
⚓⚔，⚗⚖⚘，⚓⚑⚙⚓⚗，⚒⚙⚐，⚕⚐⚐資産の部合計

（負債の部）
⚓⚒，⚙⚑⚓，⚘⚒⚖⚓⚕，⚔⚓⚔，⚑⚑⚓預 金 積 金

⚐⚐譲 渡 性 預 金
⚐⚐借 用 金
⚐⚐売 渡 手 形
⚐⚐コ ー ル マ ネ ー
⚐⚐売 現 先 勘 定
⚐⚐債券貸借取引受入担保金
⚐⚐コマーシャル・ペーパー
⚐⚐外 国 為 替

⚒⚗⚓，⚖⚔⚗⚒⚙⚐，⚘⚙⚕そ の 他 負 債
⚐⚐代 理 業 務 勘 定

⚘，⚐⚑⚐⚙，⚑⚗⚓賞 与 引 当 金
⚐⚐役 員 賞 与 引 当 金

⚑⚕，⚘⚒⚖⚑⚘，⚕⚘⚕退 職 給 付 引 当 金
⚐⚐役 員 退 職 慰 労 引 当 金

⚔，⚖⚔⚐⚔，⚔⚗⚓そ の 他 の 引 当 金
⚐⚐特 別 法 上 の 引 当 金
⚐⚐繰 延 税 金 負 債

⚙⚑，⚖⚔⚗⚙⚑，⚖⚔⚗再評価に係る繰延税金負債
⚖，⚘⚙⚗⚗，⚘⚘⚐債 務 保 証

⚓⚓，⚓⚑⚔，⚔⚙⚕⚓⚕，⚘⚕⚖，⚗⚗⚐負債の部合計
（純資産の部）

⚑，⚐⚙⚔，⚘⚕⚘⚑，⚑⚐⚘，⚒⚑⚐出 資 金
⚐⚐優 先 出 資 申 込 証 拠 金
⚐⚐資 本 剰 余 金

⚑⚕⚔，⚙⚗⚕⚑⚒⚒，⚒⚘⚕利 益 剰 余 金
⚐⚐自 己 優 先 出 資
⚐⚐自己優先出資申込証拠金
⚐△⚗⚕⚕その他有価証券評価差額金
⚐⚐繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

⚒⚐⚓，⚙⚘⚙⚒⚐⚓，⚙⚘⚙土 地 再 評 価 差 額 金
⚑，⚔⚕⚓，⚘⚒⚓⚑，⚔⚓⚓，⚗⚒⚙純資産の部合計
⚓⚔，⚗⚖⚘，⚓⚑⚙⚓⚗，⚒⚙⚐，⚕⚐⚐負債及び純資産の部合計

※貸借対照表の注記は別に記載しております。

●●●損 益 計 算 書

●● 財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末科 目
⚕⚙⚕，⚐⚑⚖⚕⚔⚕，⚓⚕⚒経 常 収 益
⚔⚗⚑，⚘⚘⚗⚔⚔⚐，⚓⚓⚖資 金 運 用 収 益
⚗⚒，⚓⚓⚘⚖⚑，⚗⚓⚗役 務 取 引 等 収 益
⚒⚘，⚗⚕⚕⚒⚗，⚙⚕⚒そ の 他 業 務 収 益
⚒⚒，⚐⚓⚕⚑⚕，⚓⚒⚖そ の 他 経 常 収 益
⚕⚕⚙，⚘⚓⚑⚖⚐⚐，⚘⚗⚓経 常 費 用
⚕⚘，⚕⚕⚔⚘⚖，⚑⚗⚗資 金 調 達 費 用
⚕，⚘⚗⚓⚗，⚖⚔⚙役 務 取 引 等 費 用
⚒，⚒⚓⚕⚐そ の 他 業 務 費 用
⚔⚔⚗，⚓⚖⚑⚔⚖⚔，⚖⚗⚐経 費
⚔⚕，⚘⚐⚖⚔⚒，⚓⚗⚕そ の 他 経 常 費 用

⚐⚙，⚒⚐⚙貸倒引当金繰入額
⚒⚘，⚔⚒⚘⚒⚖，⚕⚗⚐貸 出 金 償 却

⚐⚐株 式 等 売 却 損
⚐⚐株 式 等 償 却
⚐⚐金銭の信託運用損
⚐⚐そ の 他 資 産 償 却

⚑⚗，⚓⚗⚗⚖，⚕⚙⚖その他の経常費用
⚓⚕，⚑⚘⚕△⚕⚕，⚕⚒⚑経 常 利 益

⚐⚐特 別 利 益
⚗⚒⚔⚐特 別 損 失

⚓⚔，⚔⚖⚐△⚕⚕，⚕⚒⚑税 引 前 当 期 純 利 益
⚑，⚗⚗⚐⚒，⚑⚘⚐法人税・住民税及び事業税
⚐⚐法 人 税 等 調 整 額

⚓⚒，⚖⚙⚐△⚕⚗，⚗⚐⚑当 期 純 利 益
⚐⚐繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
⚐⚐目 的 積 立 金 取 崩 額
⚐⚐そ の 他 引 当 金 取 崩 額

⚓⚒，⚖⚙⚐△⚕⚗，⚗⚐⚑当 期 未 処 分 剰 余 金

（損益計算書の注記事項）
⚑．記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しておりま
す。なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨
てて表示しております。
⚒．出資一口あたりの当期純利益 ⚒円⚙⚘銭。
⚓．固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係
る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成⚑⚔
年⚘月⚙日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第⚖号平成⚑⚕年⚑⚐月⚓⚑日）
を適用しておりますが、当期減損対象はありません。

●●●会計監査人による監査の状況について

私は、当組合の平成⚒⚔年⚔月⚑日から平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日ま
での第⚖⚑期事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰
余金処分計算書の適正性及び同書類作成に係る内部監査の有
効性を確認いたしました。

理事長

当組合は、協同組合による金融事業に関する法律第⚕条の⚘
第⚓項に規定する「特定信用組合」に該当しませんが、貸借
対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書等の作成につきま
しては、「九段監査法人」の会計指導を受けております。

（単位：千円） （単位：千円）



⚑．記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を切捨てて表示してお
ります。

⚒．有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、
その他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差
額については、全部資本直入法により処理しております。

⚓．土地の再評価に関する法律（平成⚑⚐年⚓月⚓⚑日公布法律第⚓⚔号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、評
価差額については、当該評価と帳簿価額の差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産に計上しております。

再評価を行った年月日 平成⚑⚐年⚓月⚓⚑日
当該土地の再評価前の帳簿価額 ⚑⚐⚐，⚘⚗⚔千円
当該土地の再評価後の帳簿価額 ⚓⚙⚖，⚕⚑⚐千円
同法律第⚓条第⚓項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令第⚒条⚔号に定める「地価税法第⚑⚖条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する
ために国税庁長官が定めて公表した価額に合理的調整を行って算定する
方法」により算出しております。

平成⚒⚕年⚓月末の評価価額は⚓⚘⚙，⚘⚖⚐千円であり、平成⚑⚐年⚓月末との比較で⚖，⚖⚕⚐千円の評価損が生じております。
⚔．有形固定資産の減価償却は、平成⚑⚘年⚓月期まで定率法（但し、平成⚑⚐年⚔月⚑日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）
については定額法）、平成⚑⚙年⚓月期以降は定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ⚑⚐年～⚕⚐年
動 産 ⚓年～⚒⚐年

⚕．無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては当組合内における利用可
能期間（⚕年）に基づいて定額法により償却しております。

⚖．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっ
ております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のもの
は零としております。

⚗．貸倒引当金は、予め定めている資産査定基準及び償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監
査特別委員会報告第⚔号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の
一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権につい
ては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引当ててお
ります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店が第⚑次、融資部が第⚒次、審査部署から独立した本部自己査定室が

第⚓次査定を実施し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と

認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は⚒⚘，⚔⚒⚘千円であります。
また、正常先及び要注意先債権に係る信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、過去の実

績に基づく将来の負担金支出見込額を引き当てております。
⚘．賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支払い見込額のうち、当期に帰属する額を計上して
おります。

⚙．役員賞与引当金は役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を役員賞与引
当金として計上することとなりましたが、計上すべき金額は発生しておりません。

⚑⚐．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計
上しております。なお、会計基準変更時差異（⚑⚗，⚓⚗⚙千円）については、⚑⚕年による按分額、全国信用組合連合企業年金基金へ
の移行により増額した退職給付債務（⚓⚔，⚓⚘⚗千円）は職員平均残存勤務期間⚑⚘年による按分額を費用処理しております。
また、当組合は複数事業主により設立された企業年金制度（総合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に

関する事項は次のとおりです。
（⚑）制度全体の積立状況に関する事項（平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日現在）
年金資産の額 ⚒⚘⚓，⚔⚓⚑百万円
年金財政計算上の給付債務の額 ⚓⚑⚕，⚕⚓⚔百万円
差 引 額 ▲⚓⚒，⚑⚐⚓百万円

（⚒）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（平成⚒⚓年⚔月⚑日～平成⚒⚔年⚓月⚓⚑日）
⚐．⚑⚕⚗％

⚑⚑．役員退職慰労金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当期末までに発生
していると認められる額を役員退職慰労引当金として計上することとなりましたが、当期に計上する支給見積額はありません。

⚑⚒．睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績
に基づく将来の払戻損失見込額⚒，⚐⚒⚔千円をその他引当金に含めて計上しております。

⚑⚓．破綻懸念先以下の債権に係る信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、過去の実績に基づく
将来の負担金支出見込額で、正常先及び要注意先債権に係るものを貸倒引当金に⚓⚗⚘千円、破綻懸念先以下の債権に係るものを偶
発損失引当金に⚒，⚖⚑⚕千円計上しております。

⚑⚔．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっております。

●●● 貸借対照表の注記事項



⚑⚕．理事及び監事に対する金銭債権総額 ⚑，⚑⚒⚓，⚔⚖⚗千円
⚑⚖．有形固定資産の減価償却累計額 ⚕⚕⚗，⚙⚘⚕千円
⚑⚗．貸出金のうち、破綻先債権額は⚗⚙，⚘⚘⚙千円、延滞債権額は⚘⚕⚑，⚕⚙⚓千円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みが無いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸
出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和⚔⚐年政令第⚙⚗号）⚙⚖条第⚑項第⚓号のイからホに掲げる事由又は同項第⚔号に規
定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利

息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。
⚑⚘．貸出金のうち、⚓ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、⚓ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定返済日の翌日を起算日として⚓ヶ月以上延滞している貸出金で、
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

⚑⚙．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄、その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び⚓ヶ月以上延滞債権に該当し
ないものであります。

⚒⚐．破綻先債権額、延滞債権額、⚓ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は⚙⚓⚑，⚔⚘⚒千円であります。
なお、⚑⚗．から⚒⚐．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

⚒⚑．貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、現金自動支払機等をリース契約により使用しております。
⚒⚒．手形割引により取得した商業手形の額面金額は、⚑，⚓⚑⚑，⚓⚙⚖千円であります。
⚒⚓．担保に提供している資産は、次の通りであります。

担保提供している資産 預け金 ⚑，⚐⚐⚑，⚔⚔⚐千円
上記は、公金取扱い、為替取引のために担保提供しております。
なお、上記のほか、公金取扱いのために保証金として⚒，⚐⚐⚐千円を担保提供しております。

⚒⚔．出資⚑口当たりの純資産額 ⚑⚓⚒円⚗⚘銭
⚒⚕．金融商品の状況に関する事項

（⚑）金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。

（⚒）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として出版関連業種及び事業地区内のお客様に対する貸出金です。また、有価証券は、

主に債券であり、満期保有目的、純投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変
動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

（⚓）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当組合は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情

報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管
理は、各営業店のほか本部融資部により行われ、また、定期的に経営陣によるローンレビュー等の打ち合わせ会や理事
会での審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、本部総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理

しております。
② 市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALM管理規程において、リスク管理手法や手続等の詳細を明記しており、ALM委員会において決定された

ALMに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
日常的には本部総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応

度分析によりモニタリングを行い、月次ベースでALM委員会に報告しております。
（ⅱ）市場リスクに係る定量的情報

当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は「預け金」、「有価証
券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、「保有期間⚑年、過去⚕年の観測期間で計測される⚙⚙

パーセンタイル値」を用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的
分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日に応じて適切な期間に残

高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、「有価証券」のうち債券について、金利以外のすべてのリスク定数が一定であると仮定し、当事業年度

末現在、指標となる金利が⚑⚐⚐BPV上昇したものと想定した場合の時価は、⚒⚗⚙百万円減少するものと把握して
おります。
当該変動額は、金利を除くリスク定数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関

を考慮しておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バラ

ンスの調整等によって、流動性リスクを管理しております。



（⚔）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価に代
わる金額を開示しております。

⚒⚖．金融商品の時価等に関する事項
平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日における貸借対照表上計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注⚒）参照）。また、重要性の乏しい科目について
は記載を省略しております。

（注⚑） 金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（⚑）預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある

預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。
（⚒）有価証券
債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する

注記事項については第⚒⚗項に記載しております。
（⚓）貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、

その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。
① ⚖カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積もりが困難な債権については、その帳簿価額。
② ①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP等）で割り
引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（⚑）預金積金
要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなしております。定期預金の時価は、一

定の金額帯および期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市場金利（LIBOR等）で割り引
いた価額を時価とみなしております。

（注⚒）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりま
せん

⚒⚗．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりです。
（⚑）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（⚒）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（⚓）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。
（⚔）その他有価証券に区分した有価証券はありません。
（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

（単位：百万円）
差 額時 価貸借対照表計上額

⚑⚒⚐⚑⚓，⚘⚗⚔⚑⚓，⚗⚕⚔（⚑）預け金（※⚑）

▲⚒⚒⚔
―

⚑，⚓⚗⚕
⚐

⚑，⚕⚙⚙
⚐

（⚒）有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券

⚔⚑⚔⚑⚗，⚗⚔⚕

⚑⚗，⚕⚓⚒
▲⚒⚐⚑
⚑⚗，⚓⚓⚑

（⚓）貸出金（※⚑）
貸倒引当金（※⚒）
（小 計）

⚓⚑⚐⚓⚒，⚙⚙⚔⚓⚒，⚖⚘⚔金融資産計
▲⚗⚘⚓⚒，⚙⚙⚑⚓⚒，⚙⚑⚓（⚑）預金積金（※⚑）
▲⚗⚘⚓⚒，⚙⚙⚑⚓⚒，⚙⚑⚓金融負債計

（※⚑）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載
しております。

（※⚒）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

貸借対照表計上額区 分
⚕⚙⚐千円関連法人等株式(※⚑）
⚖，⚐⚐⚐千円非上場株式(※⚑）
⚖，⚕⚙⚐千円合 計

（※⚑）関連法人等株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはし
ておりません。

うち損うち益差 額時 価貸借対照表
計 上 額債 券

― 千円
⚒⚒⚔，⚗⚗⚕千円
⚒⚒⚔，⚗⚗⚕千円

⚕⚙⚗千円
― 千円
⚕⚙⚗千円

⚕⚙⚗千円
△⚒⚒⚔，⚗⚗⚕千円
△⚒⚒⚔，⚑⚗⚘千円

⚑⚐⚐，⚕⚙⚐千円
⚑，⚒⚗⚕，⚒⚒⚕千円
⚑，⚓⚗⚕，⚘⚑⚕千円

⚙⚙，⚙⚙⚒千円
⚑，⚕⚐⚐，⚐⚐⚐千円
⚑，⚕⚙⚙，⚙⚙⚒千円

社 債
その他
合計



⚒⚘．当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
⚒⚙．当期中に売却したその他有価証券は、次の通りであります。

⚓⚐．当期中に保有目的を変更した有価証券はありません。
⚓⚑．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定は次のとおりであります。

⚓⚒．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条
件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、⚑，⚑⚖⚓，⚗⚙⚘千円であります。このうち現契約期間が⚑年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取り消し可能なもの）が
⚑，⚑⚖⚓，⚗⚙⚘千円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来

のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相
当の事由があるときは、当組合が実行申込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額することができる旨の条件がつけられて
おります。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手

続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置を講じております。
⚓⚓．繰延税金資産に係る会社区分については、日本公認会計士協会監査委員会報告第⚖⚖号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関す

る監査上の取扱い」に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断は⚕－（⚑）－⑤としており、繰延税金資産は計上しておりま
せん。

以上

売 却 損売 却 益売却価額
⚒，⚒⚓⚕千円⚒⚒，⚔⚗⚐千円⚑，⚑⚕⚘，⚘⚗⚓千円

⚑⚐年超⚕年超⚑⚐年以内⚑年超⚕年未満⚑年以内債券
――― 千円― 千円国 債
――――地方債
――⚑⚐⚐，⚐⚐⚐千円―社 債

⚑，⚕⚐⚐，⚐⚐⚐千円―――その他
⚑，⚕⚐⚐，⚐⚐⚐千円―⚑⚐⚐，⚐⚐⚐千円―合 計

（単位：円）
金 額科 目

⚓⚒，⚖⚙⚐，⚖⚔⚑当 期 未 処 分 剰 余 金
これを次のとおり処分いたします。

⚕，⚐⚐⚐，⚐⚐⚐利 益 準 備 金
⚕，⚐⚐⚐，⚐⚐⚐計
⚒⚗，⚖⚙⚐，⚖⚔⚑繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）

●●●剰余金処分計算書



損益の状況及び経営諸比率

●●●粗 利 益

（注）業務粗利益率＝業務粗利益÷資金運用勘定平均残高×⚑⚐⚐

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度科 目
⚔⚗⚑，⚘⚘⚗⚔⚔⚐，⚓⚓⚖資 金 運 用 収 益
⚕⚘，⚕⚕⚔⚘⚖，⚑⚗⚗資 金 調 達 費 用
⚔⚑⚓，⚓⚓⚓⚓⚕⚔，⚑⚕⚙資 金 運 用 収 支
⚗⚒，⚓⚓⚘⚖⚑，⚗⚓⚗役 務 取 引 等 収 益
⚕，⚘⚗⚓⚗，⚖⚔⚙役 務 取 引 等 費 用
⚖⚖，⚔⚖⚕⚕⚔，⚐⚘⚘役 務 取 引 等 収 支
⚒⚘，⚗⚕⚕⚒⚗，⚙⚕⚒そ の 他 業 務 収 益
⚒，⚒⚓⚕⚐そ の 他 業 務 費 用
⚒⚖，⚕⚒⚐⚒⚗，⚙⚕⚒そ の 他 業 務 収 支
⚕⚐⚖，⚓⚑⚗⚔⚓⚖，⚑⚙⚘業 務 粗 利 益
⚑．⚕⚒％⚑．⚓⚐%業 務 粗 利 益 率

（単位：千円）

●●●経費の内訳

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度科 目
⚒⚖⚐，⚗⚘⚐⚒⚘⚐，⚐⚖⚗人 件 費
⚒⚑⚔，⚗⚑⚖⚒⚒⚕，⚒⚐⚘報 酬 給 料 手 当
⚑⚓，⚙⚓⚖⚑⚙，⚘⚑⚖退 職 給 付 費 用
⚓⚒，⚑⚒⚗⚓⚕，⚐⚔⚒そ の 他
⚑⚗⚒，⚑⚗⚙⚑⚗⚐，⚔⚕⚓物 件 費
⚖⚗，⚐⚓⚕⚕⚙，⚓⚕⚙事 務 費
⚓⚔，⚑⚐⚑⚓⚔，⚙⚘⚔固 定 資 産 費
⚑⚖，⚖⚕⚙⚑⚓，⚒⚓⚒事 業 費
⚒，⚘⚗⚐⚒，⚐⚙⚖人 事 厚 生 費
⚒⚗，⚖⚔⚖⚓⚒，⚔⚒⚘減 価 償 却 費
⚒⚓，⚘⚖⚕⚒⚘，⚓⚕⚑そ の 他
⚑⚔，⚔⚐⚑⚑⚔，⚑⚔⚙税 金

⚔⚔⚗，⚓⚖⚑⚔⚖⚔，⚖⚗⚐経 費 合 計

（単位：千円）

●●●役務取引の内訳

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度科 目
⚗⚒，⚓⚓⚘⚖⚑，⚗⚓⚗役 務 取 引 等 収 益
⚔⚙，⚖⚓⚖⚔⚘，⚔⚘⚓受入為替手数料
⚒⚒，⚑⚕⚔⚑⚒，⚗⚐⚖その他の受入手数料
⚕⚔⚘⚕⚔⚘その他の役務取引等収益

⚕，⚘⚗⚓⚗，⚖⚔⚙役 務 取 引 等 費 用
⚒，⚐⚑⚒⚒，⚑⚒⚗支払為替手数料
⚑，⚔⚕⚗⚒，⚘⚓⚐その他の支払手数料
⚒，⚔⚐⚔⚒，⚖⚙⚒その他の役務取引等費用

（単位：千円）

●●●受取利息及び支払利息の増減

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度項 目
⚕⚘，⚙⚕⚖△⚓⚕，⚓⚐⚑業 務 純 益

（単位：千円）
●●●業 務 純 益

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度項 目
⚓⚑，⚕⚕⚑△⚑⚙，⚙⚘⚑受 取 利 息 の 増 減

△⚒⚗，⚖⚒⚓△⚒⚕，⚐⚒⚐支 払 利 息 の 増 減

（単位：千円）



●●●主要な経営指標の推移

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度平成⚒⚒年度平成⚒⚑年度平成⚒⚐年度区 分
⚕⚙⚕，⚐⚑⚖⚕⚔⚕，⚓⚕⚒⚕⚘⚗，⚗⚙⚕⚖⚓⚗，⚔⚒⚑⚖⚐⚗，⚕⚐⚕経 常 収 益
⚓⚕，⚑⚘⚕△⚕⚕，⚕⚒⚑△⚖⚒，⚖⚒⚒⚑，⚗⚔⚔△⚓⚑，⚕⚒⚖経 常 利 益
⚓⚒，⚖⚙⚐△⚕⚗，⚗⚐⚑△⚕⚓，⚒⚘⚗⚒⚕，⚔⚔⚗⚑⚖，⚖⚙⚗当 期 純 利 益

⚓⚒，⚙⚑⚓，⚘⚒⚖⚓⚕，⚔⚓⚔，⚑⚑⚓⚓⚕，⚑⚘⚘，⚑⚕⚕⚓⚒，⚙⚐⚓，⚘⚑⚒⚓⚑，⚓⚐⚕，⚑⚓⚙預 金 積 金 残 高
⚑⚗，⚕⚓⚒，⚘⚙⚗⚑⚗，⚑⚓⚔，⚐⚑⚙⚑⚗，⚐⚕⚕，⚘⚔⚒⚑⚖，⚘⚓⚓，⚔⚒⚗⚑⚕，⚗⚕⚘，⚘⚗⚖貸 出 金 残 高
⚑，⚖⚐⚖，⚕⚘⚒⚒，⚖⚔⚑，⚓⚒⚐⚓，⚙⚙⚐，⚒⚖⚐⚒，⚘⚐⚓，⚒⚑⚐⚑，⚕⚐⚖，⚕⚙⚐有 価 証 券 残 高
⚓⚔，⚗⚖⚘，⚓⚑⚙⚓⚗，⚒⚙⚐，⚕⚐⚐⚓⚖，⚙⚗⚐，⚑⚕⚒⚓⚔，⚗⚖⚐，⚖⚙⚐⚓⚓，⚑⚐⚙，⚓⚒⚔総 資 産 額
⚑，⚔⚕⚓，⚘⚒⚓⚑，⚔⚓⚓，⚗⚒⚙⚑，⚔⚕⚕，⚑⚗⚐⚑，⚕⚖⚗，⚕⚖⚙⚑，⚕⚑⚕，⚔⚔⚖純 資 産 額
⚘．⚕⚓%⚘．⚔⚘%⚙．⚐⚕%⚙．⚔⚗%⚙．⚐⚘%自己資本比率（単体）

⚑，⚐⚙⚔，⚘⚕⚘⚑，⚑⚐⚘，⚒⚑⚐⚑，⚑⚒⚓，⚓⚑⚗⚑，⚑⚒⚒，⚔⚐⚒⚑，⚐⚗⚖，⚗⚗⚙出 資 総 額
⚑⚐，⚙⚔⚘，⚕⚘⚐口⚑⚑，⚐⚘⚒，⚑⚐⚐口⚑⚑，⚒⚓⚓，⚑⚗⚐口⚑⚑，⚒⚒⚔，⚐⚒⚐口⚑⚐，⚗⚖⚗，⚗⚙⚐口出 資 総 口 数

⚐⚐⚐⚑⚖，⚑⚑⚖⚑⚐，⚗⚓⚖出 資 に 対 す る 配 当 金
⚖，⚓⚘⚑人⚖，⚔⚙⚑人⚖，⚖⚑⚑人⚖，⚕⚘⚕人⚖，⚕⚗⚔人組 合 員 数
⚓⚔人⚓⚘人⚔⚐人⚔⚑人⚔⚓人職 員 数

（注）⚑．残高計数は、期末日現在のものです。
⚒．「自己資本比率（単体）」は、金融庁告示第⚒⚒号により算出しております。

●●●総資産利益率

（注）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益÷総資産（債務保証見返を除く）平均残高×⚑⚐⚐

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末区 分
⚐．⚑⚐△⚐．⚑⚕総 資 産 経 常 利 益 率
⚐．⚐⚙△⚐．⚑⚖総 資 産 当 期 純 利 益 率

●●●総資金利鞘等

（単位：千円）

（単位：％）

●●預貸率及び預証率

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末区 分
⚕⚓．⚒⚖⚔⚘．⚓⚕（期 末）

預 貸 率
⚔⚙．⚐⚑⚔⚔．⚘⚐（期中平均）
⚔．⚘⚘⚗．⚔⚕（期 末）

預 証 率
⚗．⚙⚖⚙．⚓⚕（期中平均）

（注）⚑．預貸率＝貸出金÷（預金積金＋譲渡性預金）×⚑⚐⚐
⚒．預証率＝有価証券÷（預金積金＋譲渡性預金）×⚑⚐⚐
ただし、当組合は譲渡性預金残高はありません。

（単位：％）

●●●一店舗当りの預金及び貸出残高

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末区 分
⚑⚖，⚖⚑⚐⚘，⚓⚕⚔一 店 舗 当 り の 預 金 残 高
⚘，⚑⚔⚑⚓，⚗⚔⚓一 店 舗 当 り の 貸 出 残 高

（単位：百万円）

●●●職員⚑人当りの預金及び貸出残高

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末区 分
⚙⚔⚙⚘⚗⚙職 員 ⚑ 人 当 り の 預 金 残 高
⚔⚖⚕⚓⚙⚔職 員 ⚑ 人 当 り の 貸 出 残 高

（単位：百万円）

平成⚒⚔年度末平成⚒⚓年度末区 分
⚑，⚔⚑⚑．⚓⚑資 金 運 用 利 回 （ ａ ）
⚑，⚕⚒⚑．⚖⚔資 金 調 達 原 価 率 （ ｂ ）

△⚐．⚑⚑△⚐．⚓⚓資 金 利 鞘 （ ａ － ｂ ）

（単位：％）



●●●役員の報酬体系

注⚑．使用人兼務理事⚒名の使用人分の報酬（賞与を含む）は、⚑⚔百万円です。

総代会において、理事及び監事の支払総額の最高限度額を決定しております。

総会等で定められた報酬限度額当期中の報酬支払額区 分
⚓⚗，⚐⚐⚐⚓⚖，⚙⚗⚙理 事
⚒，⚐⚐⚐⚑，⚗⚑⚒監 事
⚓⚙，⚐⚐⚐⚓⚘，⚖⚙⚒合 計

（単位：千円）役員に対する報酬

●●●その他業務収益の内訳

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度項 目
⚐⚐外 国 為 替 売 買 益
⚐⚐商 品 有 価 証 券 売 買 益
⚒⚒⚒⚓国 債 等 債 券 売 却 益
⚐⚐国 債 等 債 券 償 還 益
⚐⚐金 融 派 生 商 品 収 益
⚖⚔そ の 他 の 業 務 収 益
⚒⚘⚒⚗そ の 他 の 業 務 収 益 合 計

（単位：百万円）

●●●資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

利 回 り （ ％ ）利 息 （ 千 円 ）平均残高（百万円）年 度科 目
⚑．⚓⚑⚔⚔⚐，⚓⚓⚖⚓⚓，⚕⚑⚕平成⚒⚓年度

資 金 運 用 勘 定
⚑．⚔⚑⚔⚗⚑，⚘⚘⚗⚓⚓，⚓⚐⚒平成⚒⚔年度
⚒．⚒⚐⚓⚒⚙，⚐⚒⚖⚑⚔，⚘⚗⚓平成⚒⚓年度

うち貸出金
⚒．⚑⚗⚓⚕⚒，⚔⚖⚐⚑⚖，⚑⚘⚒平成⚒⚔年度
⚐．⚔⚙⚗⚔，⚙⚔⚔⚑⚕，⚒⚗⚔平成⚒⚓年度

うち預け金
⚐．⚕⚗⚘⚑，⚓⚖⚗⚑⚔，⚒⚒⚙平成⚒⚔年度
⚑．⚒⚔⚑，⚒⚔⚙⚑⚐⚐平成⚒⚓年度

うち金融機関貸付等
⚑．⚒⚔⚑，⚒⚔⚒⚑⚐⚐平成⚒⚔年度
⚐．⚙⚔⚒⚙，⚓⚙⚙⚓，⚑⚒⚔平成⚒⚓年度

うち有価証券
⚑．⚑⚖⚓⚐，⚙⚒⚑⚒，⚖⚔⚖平成⚒⚔年度
⚐．⚒⚕⚘⚖，⚑⚗⚗⚓⚓，⚔⚔⚕平成⚒⚓年度

資 金 調 達 勘 定
⚐．⚑⚗⚕⚘，⚕⚕⚔⚓⚓，⚒⚔⚓平成⚒⚔年度
⚐．⚒⚕⚘⚕，⚗⚙⚕⚓⚓，⚔⚑⚖平成⚒⚓年度

うち預金積金
⚐．⚑⚗⚕⚘，⚒⚖⚑⚓⚓，⚒⚒⚑平成⚒⚔年度
⚐⚐⚐平成⚒⚓年度

うち譲渡性預金
⚐⚐⚐平成⚒⚔年度
⚐⚐⚐平成⚒⚓年度

うち借用金
⚐⚐⚐平成⚒⚔年度

（注）資金運用勘定は、「無利息預け金」の平均残高（⚒⚓年度⚓⚑百万円、⚒⚔年度⚔⚒百万円）を控除して表示しております。資
金調達勘定は、「金銭の信託運用見合」を控除して表示することとされていますが、当組合は該当ありません。

預金の状況

資金の調達

●●●預金種目別平均残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
種 目

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚓⚓．⚘⚑⚑，⚒⚑⚗⚓⚑．⚒⚑⚐，⚔⚓⚙流 動 性 預 金
⚖⚖．⚒⚒⚒，⚐⚐⚓⚖⚘．⚘⚒⚒，⚙⚗⚖定 期 性 預 金
－－－－譲 渡 性 預 金
⚐⚐⚐．⚐⚐そ の 他 の 預 金

⚑⚐⚐．⚐⚓⚓，⚒⚒⚑⚑⚐⚐．⚐⚓⚓，⚔⚑⚖合 計

（単位：百万円、％）



●●●定期性預金種類別残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度区 分
⚒⚐，⚑⚐⚔⚒⚑，⚔⚕⚘固 定 金 利 定 期 預 金

⚐⚐変 動 金 利 定 期 預 金
⚑⚑⚑⚔そ の 他 の 定 期 預 金

⚒⚐，⚑⚑⚕⚒⚑，⚔⚗⚒合 計

（単位：百万円）

●●●財形貯蓄
前年度と共に取扱いはありません。

●●●預金者別預金残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚔⚐．⚐⚑⚓，⚑⚕⚖⚔⚑．⚔⚑⚔，⚖⚖⚓個 人
⚖⚐．⚐⚑⚙，⚗⚕⚗⚕⚘．⚖⚒⚐，⚗⚗⚐法 人
⚖⚐．⚐⚑⚙，⚗⚔⚑⚕⚘．⚔⚒⚐，⚖⚘⚘一 般 法 人
⚐．⚐⚙⚐．⚒⚗⚓金 融 機 関
⚐．⚐⚗⚐．⚐⚙公 金

⚑⚐⚐．⚐⚓⚒，⚙⚑⚓⚑⚐⚐．⚐⚓⚕．⚔⚓⚔合 計

（単位：百万円、％）

貸出の状況

資金の運用

●●●貸出金種類別平均残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
科 目

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚗．⚗⚑，⚒⚕⚓⚙．⚐⚑，⚓⚔⚕割 引 手 形
⚔．⚓⚗⚐⚗⚔．⚑⚖⚒⚒手 形 貸 付
⚗⚑．⚘⚑⚑，⚖⚘⚙⚗⚑．⚖⚑⚐，⚗⚑⚘証 書 貸 付
⚑⚖．⚒⚒，⚖⚓⚒⚑⚕．⚓⚒，⚒⚘⚗当 座 貸 越
⚑⚐⚐．⚐⚑⚖，⚒⚘⚒⚑⚐⚐．⚐⚑⚔，⚙⚗⚓合 計

●●●貸出金業種別残高・構成比

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
業 種 別

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚔⚗．⚓⚘，⚒⚘⚕⚔⚒．⚓⚗，⚒⚓⚘情 報 通 信 業
⚔⚗．⚓⚘，⚒⚘⚕⚔⚒．⚓⚗，⚒⚓⚘出 版
⚓⚓．⚕⚕，⚘⚖⚙⚓⚗．⚐⚖，⚓⚔⚕製 造 業
⚑⚗．⚒⚓，⚐⚒⚐⚑⚙．⚑⚓，⚒⚗⚖印 刷
⚑⚓．⚐⚒，⚒⚗⚔⚑⚔．⚑⚒，⚔⚑⚑製 本
⚓．⚓⚕⚗⚔⚓．⚘⚖⚕⚗製 版
⚘．⚓⚑，⚔⚖⚖⚙．⚔⚑，⚖⚐⚙卸 売 業 ・ 小 売 業
⚑．⚗⚓⚐⚖⚑．⚐⚑⚖⚘書 店
⚒．⚖⚔⚖⚓⚗．⚙⚑，⚓⚕⚒取 次
⚔．⚐⚖⚙⚕⚐．⚕⚘⚘紙 業
⚑⚐．⚙⚑，⚙⚑⚒⚑⚑．⚓⚑，⚙⚔⚐そ の 他
⚑⚐⚐⚑⚗，⚕⚓⚒⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚑⚓⚔小 計
⚐⚐⚐．⚐⚐地 方 公 共 団 体
⚐⚐⚐．⚐⚐個人（住宅・消費・納税等）

⚑⚐⚐⚑⚗，⚕⚓⚒⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚑⚓⚔合 計

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）



●●●担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚑⚖．⚐⚒，⚘⚑⚐（⚐）⚑⚘．⚖⚓，⚑⚘⚙（⚐）当 組 合 預 金 積 金
⚓．⚗⚖⚕⚑（⚐）⚔．⚒⚗⚒⚕（⚐）有 価 証 券
⚒⚗．⚒⚔，⚗⚖⚓（⚖）⚓⚐．⚒⚕，⚑⚗⚓（⚗）不 動 産
⚐．⚕⚘⚖（⚐）⚐．⚐⚐（⚐）そ の 他
⚔⚗．⚔⚘，⚓⚑⚑（⚖）⚕⚓．⚖⚙，⚑⚘⚔（⚗）小 計
⚒⚐．⚑⚓，⚕⚒⚔（⚐）⚒⚑．⚖⚓，⚖⚙⚕（⚐）信用保証協会・信用保険
⚒⚒．⚗⚓，⚙⚗⚙（⚐）⚒⚐．⚘⚓，⚕⚕⚘（⚐）保 証
⚙．⚘⚑，⚗⚑⚗（⚐）⚔．⚐⚖⚙⚕（⚐）信 用

⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚕⚓⚒（⚖）⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚑⚓⚔（⚗）合 計

（単位：百万円、％）

●●●貸出金金利区分別残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度区 分
⚑⚑，⚖⚑⚕⚑⚑，⚔⚔⚕固 定 金 利
⚕，⚙⚑⚗⚕，⚖⚘⚙変 動 金 利

⚑⚗，⚕⚓⚒⚑⚗，⚑⚓⚔合 計

●●●消費者ローン・住宅ローン残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚓．⚘⚒⚒⚓．⚖⚒⚕消 費 者 ロ ー ン
⚙⚖．⚒⚕⚕⚗⚙⚖．⚔⚖⚖⚕住 宅 ロ ー ン
⚑⚐⚐．⚐⚕⚗⚙⚑⚐⚐．⚐⚖⚙⚐合 計

●●●貸出金使途別残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚘⚗．⚙⚑⚕，⚔⚐⚔⚘⚖．⚑⚑⚔，⚗⚕⚐運 転 資 金
⚑⚒．⚑⚒，⚑⚒⚘⚑⚓．⚙⚒，⚓⚘⚓設 備 資 金
⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚕⚓⚒⚑⚐⚐．⚐⚑⚗，⚑⚓⚔合 計

●●●代理貸付残高の内訳

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度区 分
⚖⚗全 国 信 用 協 同 組 合 連 合 会
⚐⚐（株） 商 工 組 合 中 央 金 庫
⚐⚐（株） 日 本 政 策 金 融 公 庫
⚐⚐独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構
⚖⚗合 計

（単位：百万円）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

（注)金額欄（ ）内は債務保証見返額です。但し貸出金残高の内数ではありません。



リスク管理債権

●●●リスク管理債権及び同債権に対する保全額

保全率（％）
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

貸倒引当金
（Ｃ）

担保・保証等
（Ｂ）

残 高
（Ａ）年 度区 分

⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚔⚔⚑⚔⚔平成⚒⚓年度
破 綻 先 債 権

⚑⚐⚐．⚐⚐⚗⚖⚗⚖平成⚒⚔年度
⚘⚘．⚐⚕⚑⚑⚑⚖⚔⚑⚘⚕⚔平成⚒⚓年度

延 滞 債 権
⚘⚙．⚖⚐⚑⚑⚖⚖⚒⚕⚘⚒⚗平成⚒⚔年度
⚐．⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度

⚓ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権
⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度

⚐．⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度
貸 出 条 件 緩 和 債 権

⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度
⚘⚙．⚗⚗⚑⚑⚑⚗⚘⚕⚙⚙⚘平成⚒⚓年度

合 計
⚙⚐．⚔⚗⚑⚑⚖⚗⚐⚑⚙⚐⚓平成⚒⚔年度

（注）
⚑．「破綻先債権」とは、元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していること、その他の事由により、元本または利息の

取立てまたは弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第⚙⚖条第⚑項第⚔号イ．会社更生法等の規定による更生手続開始の申
立てがあった債務者、ロ．民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．破産法の規定による破産の申
立てがあった債務者、ニ．会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受け
た債務者、等に対する貸出金です。

⚒．「延滞債権」とは、上記⚑ 及び債務者の経営再建または支援（以下、「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息に
支払いを猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。

⚓．「⚓ヵ月以上延滞債権」とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から⚓ヵ月以上延滞している貸出金（上記⚑及び⚒
を除く。）です。

⚔．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図る目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄
その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金（上記⚑，⚒及び⚓を除く。）です。

⚕．「担保・保証額（Ｂ）」は、自己査定に基づく担保処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
⚖．「貸倒引当金（Ｃ）」は、リスク管理債権区分の各項目貸出金に対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸

出金に対する貸倒引当金は含まれておりません。

（単位：百万円、％）

●●●金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額

貸倒引当金引当率
（Ｃ）／（Ａ−Ｂ）

保全率
（Ｄ）／（Ａ）

保全額
（Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）

貸倒引当金
（Ｃ）

担保・保証等
（Ｂ）

債権額
（Ａ）区 分

⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚓⚐⚑⚐⚓⚐⚑⚓⚐⚑平成⚒⚓年度破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚘⚖⚐⚑⚘⚖⚑⚘⚖平成⚒⚔年度

⚕⚑．⚖⚒⚘⚕．⚑⚒⚕⚙⚕⚑⚑⚑⚔⚘⚔⚖⚙⚙平成⚒⚓年度
危 険 債 権

⚕⚗．⚔⚒⚘⚗．⚙⚘⚖⚓⚐⚑⚑⚖⚕⚑⚔⚗⚑⚖平成⚒⚔年度
⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度

要 管 理 債 権
⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度
⚕⚑．⚖⚒⚘⚙．⚖⚐⚘⚙⚖⚑⚑⚑⚗⚘⚕⚑，⚐⚐⚐平成⚒⚓年度

不 良 債 権 計
⚕⚗．⚔⚒⚙⚐．⚔⚗⚘⚑⚗⚑⚑⚖⚗⚐⚑⚙⚐⚓平成⚒⚔年度

⚑⚖，⚑⚕⚒平成⚒⚓年度
正 常 債 権

⚑⚖，⚖⚔⚖平成⚒⚔年度
⚑⚗，⚑⚕⚓平成⚒⚓年度

合 計
⚑⚗，⚕⚔⚙平成⚒⚔年度

（単位：百万円、％）

（注）
⚑．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生

手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権です。

⚒．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政
状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受け取りができない可能性の高い債権です。

⚓．「要管理債権」とは、「⚓ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」
に該当する債権です。

⚔．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権
で、上記⚑，⚒及び⚓以外の債権です。

⚕、「担保・保証額（Ｂ）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及
び保証により回収が可能と認められる額です。

⚖、「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除し
た貸倒引当金です。

⚗、金額は、決算後（償却後）の計数です。
なお、本表における債権とは、貸出金及びこれに準ずる債権（未収利
息、未収金、貸出金に準ずる仮払金、債務保証見返）をいいます。こ
れに対して「リスク管理債権及び同債権に対する保全額」表は、貸出
金の残高のみを表示しています。



●●● 有価証券種類別残存期間別残高

期間の定めの
ないもの⚑⚐年超⚕年超

⚑⚐年以内
⚑年超
⚕年以内⚑年以内区 分

⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末
国 債

⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末

地 方 債
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末

金 融 債
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚐⚖⚑⚕⚔⚑⚙⚙⚙⚐平成⚒⚓年度末

社 債
⚐⚐⚐⚑⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚖⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末

株 式
⚖⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚐⚑，⚕⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末

外 国 証 券
⚐⚑，⚕⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚓年度末

そ の 他 の 証 券
⚐⚐⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末
⚖⚒，⚑⚑⚕⚔⚑⚙⚙⚙⚐平成⚒⚓年度末

合 計
⚖⚑，⚕⚐⚐⚐⚑⚐⚐⚐平成⚒⚔年度末

（単位：百万円）

●●● 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

●●● 有価証券種類別平均残高

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額
⚐⚐⚑⚗．⚑⚕⚓⚕国 債
⚐⚐⚐．⚐⚐地 方 債
⚐⚐⚐．⚐⚐短 期 社 債

⚔⚓．⚑⚑，⚑⚔⚐⚓⚔．⚗⚑，⚐⚘⚒社 債
⚐．⚒⚖⚐．⚒⚖株 式

⚕⚖．⚗⚑，⚕⚐⚐⚔⚘．⚐⚑，⚕⚐⚐外 国 証 券
⚐⚐⚐．⚐⚐そ の 他 の 証 券

⚑⚐⚐⚒，⚖⚔⚖⚑⚐⚐．⚐⚓，⚑⚒⚔合 計

（単位：百万円、％）

（注）当組合は、売買目的有価証券及び商品有価証券を保有しておりません。

●●● 子会社・子会社法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
該当ありません。

有価証券の状況

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

貸借対照表計上額貸借対照表計上額
⚕⚙⚐⚕⚙⚐関連法人等株式

⚖，⚐⚐⚐⚖，⚐⚐⚐非 上 場 株 式
⚖，⚕⚙⚐⚖，⚕⚙⚐合 計

（単位：千円）



うち損うち益差 額時 価貸借対照表
計 上 額年 度債 券

――⚐⚐⚐平成⚒⚓年度
社 債

―⚕⚙⚗⚕⚙⚗⚑⚐⚐，⚕⚙⚐⚙⚙，⚙⚙⚒平成⚒⚔年度
⚓⚗⚓，⚗⚐⚕―△⚓⚗⚓，⚗⚐⚕⚑，⚕⚒⚖，⚒⚘⚕⚑，⚘⚙⚙．⚙⚙⚐平成⚒⚓年度

その他
⚒⚒⚔，⚗⚗⚕―△⚒⚒⚔，⚗⚗⚕⚑，⚒⚗⚕，⚒⚒⚕⚑，⚕⚐⚐，⚐⚐⚐平成⚒⚔年度
⚓⚗⚓，⚗⚐⚕―△⚓⚗⚓，⚗⚐⚕⚑，⚕⚒⚖，⚒⚘⚕⚑，⚘⚙⚙，⚙⚙⚐平成⚒⚓年度

合 計
⚒⚒⚔，⚗⚗⚕⚕⚙⚗△⚒⚒⚔，⚑⚗⚘⚑，⚓⚗⚕，⚘⚑⚕⚑，⚕⚙⚙，⚙⚙⚒平成⚒⚔年度

●●●有価証券の時価、評価差額等
（⚑）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（⚒）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：千円）

（注）⚑．時価は当該事業年度末における市場価格等に基づいております。
⚒．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等であります。
⚓．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は含みません。

（⚓）その他有価証券に区分した有価証券はありません。

為替・その他の状況
●●内国為替取扱実績

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

金 額件 数金 額件 数
⚑⚖，⚒⚑⚙⚑⚐，⚐⚑⚙⚒⚐，⚐⚗⚘⚑⚐，⚗⚒⚓他の金融機関向け

送金・振込
⚑⚖，⚖⚐⚓⚘，⚗⚗⚓⚑⚔，⚕⚒⚗⚙，⚗⚐⚔他の金融機関から

⚑⚓⚐⚐他の金融機関向け
代 金 取 立

⚓⚒⚐⚐他の金融機関から

（単位：百万円）

●●●金銭の信託、その他の金銭の信託及びデリバティブ取引
保有しておりません。

●●外国為替取扱高
該当ありません。

●●運用目的、満期保有目的及びその他の金銭の信託
該当ありません。

●●外貨建て資産残高
該当ありません。

●●公共債引受額
該当ありません。

●●公共債窓販実績
該当ありません。



●●● 金融円滑化法に基づく措置の実施状況（平成⚒⚕年⚓月末）

（単位：百万円）
① 債務者が中小企業者である場合

（単位：百万円）
② 債務者が住宅資金借入者である場合

合計その他紙業取次書店製版製本印刷出版

金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数

⚗，⚖⚙⚑⚔⚘⚑⚖⚓⚐⚕⚒⚔⚗⚒⚐⚐⚐⚐⚑⚒⚗⚒⚕⚒，⚓⚒⚓⚑⚓⚗⚑，⚒⚙⚑⚑⚐⚗⚓，⚒⚗⚑⚑⚕⚘
貸付の条件の変更等の申
込を受け付けた貸付債権

⚓，⚙⚕⚒⚑⚖⚕⚔⚕⚑⚑⚕⚒⚔⚑⚐⚐⚐⚐⚓⚗⚗⚑，⚔⚐⚗⚕⚑⚓⚖⚒⚕⚓⚑，⚖⚖⚙⚓⚘
うち、信用保証協会等に
よる債務の保証を受け
ていなかった貸付債権

⚓，⚖⚐⚔⚑⚓⚖⚓⚗⚕⚑⚓⚒⚔⚑⚐⚐⚐⚐⚓⚗⚖⚑，⚒⚘⚑⚔⚑⚒⚗⚓⚔⚑⚑，⚖⚑⚒⚓⚔
うち、実行に
係る貸付債権

⚑⚙⚕⚑⚒⚗⚕⚑⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚕⚙⚒⚕⚙⚙⚐⚐
うち、謝絶に
係る貸付債権

⚘⚓⚘⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚘⚒⚑⚘⚒⚕⚖⚔
うち、審査中に
係る貸付債権

⚗⚐⚙⚐⚑⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚑⚕⚘⚖⚑⚑⚑⚐⚐
うち、取下げに
係る貸付債権

⚓，⚗⚓⚘⚓⚑⚖⚑⚗⚘⚓⚗⚒⚒⚑⚐⚐⚐⚐⚙⚐⚑⚘⚙⚑⚕⚘⚖⚙⚒⚙⚕⚔⚑，⚖⚐⚒⚑⚒⚐
うち、信用保証協会等に
よる債務の保証を受け
ていた貸付債権

⚓，⚒⚐⚖⚒⚘⚕⚑⚐⚙⚓⚒⚒⚒⚑⚐⚐⚐⚐⚙⚐⚑⚘⚗⚙⚓⚘⚐⚘⚐⚘⚔⚖⚑，⚓⚘⚑⚑⚐⚘
うち、実行に
係る貸付債権

⚑⚒⚘⚘⚓⚑⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚔⚔⚑⚔⚔⚓⚓⚖⚓
うち、謝絶に
係る貸付債権

⚒⚐⚐⚑⚑⚖⚔⚔⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚕⚒⚓⚑⚑⚒⚗⚔
うち、審査中に
係る貸付債権

⚒⚐⚒⚑⚒⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚗⚒⚓⚗⚒⚔⚕⚗⚕
うち、取下げに
係る貸付債権

合計その他紙業取次書店製版製本印刷出版

金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数

⚑⚒⚘⚗⚒⚓⚓⚖⚕⚒⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚒⚓⚑⚐⚐⚑⚕⚑
貸付の条件の変更等の申
込を受け付けた貸付債権

⚖⚓⚕⚒⚓⚓⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚒⚓⚑⚐⚐⚑⚕⚑
うち、実行に
係る貸付債権

⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐
うち、謝絶に
係る貸付債権

⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐
うち、審査中に
係る貸付債権

⚖⚕⚒⚐⚐⚖⚕⚒⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐
うち、取下げに
係る貸付債権



自己資本の充実状況

●●● 定性的開示事項
⚑、自己資本調達手段の概況（平成⚒⚔年度末現在）

当組合の自己資本は、内部留保及びお客様による普通出資金（基本的項目Tier1）と土地の再評価額と再評
価直前の帳簿価額の差額の⚔⚕％相当額及び一般貸倒引当金（補完的項目Tier2）で構成されています。

⚒、自己資本の充実度に関する評価の概要
平成⚒⚔年度の自己資本比率は⚘．⚕⚓％と経営の健全性を保持しております。平成⚒⚕年度は、事業計画を着実に

推進して、さらなる自己資本の充実を図ってまいります。
⚓、信用リスクに関する事項
（⚑）信用リスク管理の方針及び手続の概要

貸出金及び有価証券は組合資産の中核ですから、信用リスク管理は、組合資産の健全性を確保するうえ
で極めて重要であります。当組合は、融資業務を行う際の基本的な判断指針、理念、規範等を明示した
「クレジット・ポリシー」を定め、役職員に理解と遵守を促し、リスクの的確な把握と最善な対策を講じ
ることで、信用リスク管理を徹底しています。
信用リスクの評価につきましては、当組合は厳格な自己査定を実施し、大口与信先に対しては定期的状

況把握を行い、常勤役員会に報告する態勢を整備しています。また、組合資産を棄損する恐れがある債権
については、毎月、理事会に報告しチェックを受けております。
貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき計上しています（具体的な計上方法に

つきましては、貸借対照表注記をご参照ください）。なお、貸倒引当金繰入額算出にあたっては、九段監査
法人の指導を受けております。

（⚒）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の機関を採用しております。なお、エクスポー

ジャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
・株式会社 日本格付研究所
・株式会社 格付投資情報センター
・ムーディーズ・ジャパン株式会社
・スタンダード＆プアーズ社

⚔、信用リスク削減手法に関するリスク管理方針及び手続の概要
当組合は、信用リスクを軽減する観点から、融資を行うにあたって、預金・積金、有価証券、不動産等の担

保や人的保証、信用保証協会、民間保証会社の保証による保全措置を講じています。ただし、このような措置
は、あくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務内容、経営者の資質など、様々な角度から総合
的に判断し、過度に担保や保証に依存しないようにしています。担保あるいは保証が必要となる場合は、お客
様に十分な説明を行い、ご理解のうえご契約いただいています。また、担保、保証の取扱いについては、「融資
業務関連規程」等の事務手続書に基づき、適切な事務取扱及び適正な評価を行っております。
また、与信取引において、お客様が期限の利益を喪失されたときは、当該与信取引の範囲で預金相殺を行う

ことがあります。この際は、信用リスク削減方策の一つとして、当組合が定める各種約定書及び事務手続書等
に基づき、法的に有効であることを確認のうえ、事前の通知や諸手続きを省略して払戻し充当いたします。
なお、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法のうち、当組合において適格担保として控除してい

るものは、自組合正式担保預金・積金のみであります。
⚕、派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
当組合は、該当がありません。

⚖、証券化エクスポージャーに関する事項
当組合は、該当がありません。

⚗、オペレーショナル・リスクに関する事項
（⚑）リスク管理の方針及び手続の概要

オペレーショナル・リスクは、業務運営上可能な限り回避すべきリスクであります。当組合は、「統合的
リスク管理方針」及び「統合的リスク管理規程」に基づきリスク管理の区分、リスク管理部署を定め、「リ
スク管理規程」で「事務リスク・システムリスクに係わる安全基準」を設けてリスクの顕現化の未然防止
及び発生時の影響度の極小化に努めています。特に事務リスクにつきましては、本部・営業店が一体とな
り、正確かつ効率的な業務水準を維持、向上を図っております。個人情報保護、商品・サービスの説明態
勢の整備、苦情相談窓口におけるご相談・苦情に対する適切な対応につきましても、お客様の保護を第一
義として取組んでおります。

（⚒）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当組合は、基礎的手法を採用しております。

⚘、出資または株式等エクスポージャーに関するリスク管理方針及び手続の概要
当組合は、出資等エクスポージャーに関するリスク管理は有価証券運用に係る市場リスク管理と認識してお

り、「リスク管理規程」に基づき適切なリスク管理に努めています。なお、当組合は、業務運営上の必要性から
非上場株式を保有しておりますが、投資目的の出資、株式等エクスポージャーは、保有しておりません。



⚙、金利リスクに関する事項
（⚑）リスク管理の方針及び手続の概要
当組合は、ALMシステムを採用し、月次単位で計測を行い、常勤役員会、ＡＬＭ委員会で運用の評価を行

う態勢となっています。
（⚒）内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

・計測方法 ：金利ラダー方式（有価証券は再評価方式）
・計測対象 ：運用・調達の有金利科目
・コア預金

対象 ：要求払預金
算定方法 ：下記①～③のうち最小の金額を上限

①過去⚕年間の最低残高
②過去⚕年間の最大年間流出量を現在残高から差し引いた残高
③現在残高の⚕⚐％相当額

・金利ショック幅 ：⚙⚙％タイル値を採用
・リスク計測の頻度：四半期毎に算出

定量的開示事項

⚑、自己資本の構成に関する事項

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度項 目
（自 己 資 本）

⚑，⚐⚙⚔⚑，⚑⚐⚘出資金
⚐⚐非 累 積 的 永 久 優 先 出 資
⚐⚐優 先 出 資 申 込 証 拠 金
⚐⚐資 本 準 備 金
⚐⚐そ の 他 資 本 剰 余 金
⚑⚕⚔⚑⚒⚒利 益 準 備 金
⚐⚐特 別 積 立 金
⚐⚐次 期 繰 越 金
⚐⚐そ の 他
⚐⚐自 己 優 先 出 資 （△）
⚐⚐自己優先出資申込証拠金
⚐⚐その他有価証券の評価差損 （△）
⚐⚐営 業 権 相 当 額 （△）
⚐⚐の れ ん 相 当 額 （△）

⚐⚐企業結合により計上される無形固定
資産相当額 （△）

⚐⚐証券化取引により増加した自己資本
に相当する額 （△）

⚑，⚒⚔⚙⚑，⚒⚓⚐基 本 的 項 目 （Ａ）

⚑⚓⚓⚑⚓⚓土地の再評価額と再評価の直前の帳
簿価額の差額の⚔⚕％相当額

⚘⚕⚙⚑一 般 貸 倒 引 当 金
－－負債性資本調達手段等
－－負 債 性 資 本 調 達 手 段
－－期限付劣後債務及び期限付優先出資
－－補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△）
⚒⚑⚘⚒⚒⚔補 完 的 項 目 （Ｂ）

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度項 目
⚑，⚔⚖⚘⚑，⚔⚕⚔自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ）＝（Ｃ）

－－他の金融機関の資本調達手段の意図
的な保有相当額

－－負債性資本調達手段及びこれに
準ずるもの

－－期限付劣後債務及び期限付優先
出資並びにこれらに準ずるもの

－－

非同時決済取引に係る控除額及び信
用リスク削減手法として用いる保証
又はクレジット・デリバティブの免
責額に係る控除額

－－

基本的項目からの控除分を除く、自
己資本控除とされる証券化エクス
ポージャー及び信用補完機能を持つ
Ｉ／Ｏストリップス（告示第⚒⚒⚓条を
準用する場合を含む）

－－控 除 項 目 不 算 入 額 （△）
⚐⚐控 除 項 目 計 （Ｄ）

⚑，⚔⚖⚘⚑，⚔⚕⚔自 己 資 本 額 （Ｃ）－（Ｄ）＝（Ｅ）
（リスク・アセット等）

⚑⚖，⚓⚑⚑⚑⚖，⚒⚔⚔資産（オン・バランス）項目
⚕⚕オフ・バランス取引等項目

⚘⚘⚒⚘⚙⚐オペレーショナル・リスク相当額を
⚘％で除して得た額

⚑⚗，⚑⚙⚘⚑⚗，⚑⚔⚑リスク・アセット等計 （Ｆ）

⚗．⚒⚖％⚗．⚑⚗％単体Tier⚑ 比 率 （Ａ／Ｆ）
⚘．⚕⚓％⚘．⚔⚘％単体自己資本比率 （Ｅ／Ｆ）

（注）「協同組合による金融事業に関する法律第⚖条第⚑項において準用する銀行法第⚑⚔条の⚒の規定に基づき、信用協同組合及び
信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が十分であるかどうかを判断するための基準」（平成
⚑⚘年金融庁告示第⚒⚒号）に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準を採用しております。

（単位：百万円）



⚒、自己資本の充実度に関する事項

（注）⚑ 所要自己資本の額は、リスクアセットの⚔％です。
⚒ エクスポージャーとは、リスクにさらされている資産で貸出金などの与信取引と有価証券などの投資資産が該当します。
なお、当組合はオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額はありません。

⚓ ソブリンとは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道
路公社、外国の中央政府以外の公共部門、（当該国内においてソブリン扱いとなっているもの）、国際開発銀行、国際決
済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。

⚔ 三ヶ月以上延滞等とは、元本または利息が約定支払日の翌日から⚓ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「ソブリン向け」「金融機関及び第一金融商品取扱業者向け」「法人等向け」においてリスク・ウェイトが⚑⚕⚐％
になったエクスポージャーのことです。

⚕ オペレーショナル・リスクは、基礎的手法で計算していますが、その計算式は次の通りです。

⚖ 単体総所要自己資本額は、単体自己資本比率の分母の額の⚔％です。

÷⚘％粗利益（直近⚓年間のうち正の値の合計額）×⚑⚕％
直近⚓年間のうち粗利益が正の数であった年数

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
所要自己資本額リスク・アセット所要自己資本額リスク・アセット

⚖⚕⚒⚑⚖，⚓⚑⚖⚖⚕⚐⚑⚖，⚒⚕⚐イ．信用リスク・アセット、所要自己
資本の額合計

⚖⚕⚒⚑⚖，⚓⚑⚑⚖⚔⚙⚑⚖，⚒⚔⚔①標準的手法が適用されるポートフォリ
オごとのエクスポージャー

⚑⚗⚔⚔⚔⚑⚘⚔⚕⚖（ⅰ）ソブリン向け
⚑⚑⚔⚒，⚘⚗⚑⚑⚓⚑⚓，⚒⚘⚒（ⅱ）金融機関向け
⚔⚐⚑⚑⚐，⚐⚓⚖⚓⚖⚕⚙，⚑⚒⚕（ⅲ）法人向け
⚑⚗⚔⚓⚘⚑⚙⚔⚙⚘（ⅳ）中小企業等・個人向け
⚔⚑⚑⚗⚕⚑⚒⚖（ⅴ）抵当権付住宅ローン
⚐⚐⚐⚐（ⅵ）不動産取得等事業向け
⚒⚕⚒⚔⚑⚑⚔（ⅶ）三ヶ月以上延滞
⚕⚑⚔⚒⚕⚑⚔⚒（ⅷ）出資等
⚘⚘⚒，⚒⚐⚗⚙⚙⚒，⚔⚙⚙（ⅸ）上記以外

――――②証券化エクスポージャー
⚐⚕⚐⚕③オフバランス項目
⚓⚕⚘⚘⚒⚓⚕⚘⚙⚐ロ．オペレーショナル・リスク
⚖⚘⚗⚑⚗，⚑⚙⚘⚖⚘⚕⚑⚗，⚑⚔⚑ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

（単位：百万円）



⚓、信用リスクに関する事項
（⚑）信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別及び残存期間別）

（注）⚑、当組合は、デリバティブ取引を行っていないため、エクスポージャー区分から「デリバティブ取引」を省略しています。
⚒、⚓ヵ月以上延滞エクスポージャーとは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から⚓ヵ月以上延滞しているエクス
ポージャーです。

⚓、当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分を省略しています。
⚔、業種区分は、業域信用組合としての主要業種別としています。

⚓ヵ月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー区分

業種区分
期間区分

デリバティブ取引債 券

貸出金、コミットメ
ント及びその他の
デリバティブ以外
のオフ・バランス取
引

⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度

⚔⚓⚔⚓⚐⚐⚐⚐⚘，⚒⚙⚐⚗，⚒⚒⚘⚘，⚒⚙⚐⚗，⚒⚒⚘情 報 通 信 業
⚔⚓⚔⚓⚐⚐⚐⚐⚘，⚒⚙⚐⚗，⚒⚒⚘⚘，⚒⚙⚐⚗，⚒⚒⚘出 版
⚖⚔⚖⚐⚐⚐⚐⚕，⚘⚗⚑⚖，⚔⚒⚕⚕，⚘⚗⚑⚖，⚔⚒⚕製 造 業
⚖⚒⚒⚐⚐⚐⚐⚓，⚐⚒⚒⚓，⚒⚕⚕⚓，⚐⚒⚒⚓，⚒⚕⚕印 刷
⚐⚒⚔⚐⚐⚐⚐⚒，⚒⚗⚕⚒，⚕⚑⚒⚒，⚒⚗⚕⚒，⚕⚑⚒製 本
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚕⚗⚔⚖⚕⚗⚕⚗⚔⚖⚕⚗製 版
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚑，⚔⚖⚗⚑，⚕⚔⚒⚑，⚔⚖⚗⚑，⚕⚔⚒卸 売 業 、 小 売 業
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚓⚐⚗⚑⚖⚙⚓⚐⚗⚑⚖⚙書 店
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚔⚖⚔⚖⚒⚗⚔⚖⚔⚖⚒⚗取 次
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚖⚙⚕⚗⚔⚖⚖⚙⚕⚗⚔⚖紙 業
⚑⚘⚑⚙⚐⚐⚑，⚖⚐⚖⚒，⚖⚔⚑⚑，⚙⚒⚐⚑，⚙⚕⚖⚓，⚕⚒⚖⚔，⚕⚙⚗そ の 他
⚖⚘⚑⚐⚙⚐⚐⚑，⚖⚐⚖⚒，⚖⚔⚑⚑⚗，⚕⚔⚙⚑⚗，⚑⚕⚓⚑⚙，⚑⚕⚕⚑⚙，⚗⚙⚔小 計
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐地 方 公 共 団 体
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐そ の 他
⚖⚘⚑⚐⚙⚐⚐⚑，⚖⚐⚖⚒，⚖⚔⚑⚑⚗，⚕⚔⚙⚑⚗，⚑⚕⚓⚑⚙，⚑⚕⚕⚑⚙，⚗⚙⚔業種別合計

⚐⚐⚐⚐⚖，⚒⚘⚐⚖，⚐⚔⚐⚖，⚒⚘⚐⚖，⚐⚔⚐⚑ 年 以 内
⚐⚐⚐⚐⚑，⚔⚔⚓⚑，⚗⚗⚘⚑，⚔⚔⚓⚑，⚗⚗⚘⚑ 年 超 ⚓ 年 以 内
⚐⚐⚑⚐⚐⚙⚙⚓，⚘⚖⚔⚒，⚖⚖⚘⚓，⚙⚖⚔⚒，⚗⚖⚗⚓ 年 超 ⚕ 年 以 内
⚐⚐⚐⚐⚑，⚖⚐⚗⚑，⚐⚙⚕⚑，⚖⚐⚗⚑，⚐⚙⚕⚕ 年 超 ⚗ 年 以 内
⚐⚐⚐⚔⚑⚙⚒，⚒⚘⚕⚒，⚘⚓⚘⚒，⚒⚘⚕⚓，⚒⚕⚗⚗ 年 超⚑⚐年 以 内
⚐⚐⚑，⚕⚐⚖⚒，⚑⚑⚕⚒，⚐⚔⚖⚒，⚗⚐⚐⚓，⚕⚕⚒⚔，⚘⚑⚕⚑⚐ 年 超
⚐⚐⚐⚖⚒⚑⚓⚒⚒⚑⚓⚘期間の定めのないもの
⚐⚐⚑，⚖⚐⚖⚒，⚖⚔⚑⚑⚗，⚕⚔⚙⚑⚗，⚑⚕⚓⚑⚙，⚑⚕⚕⚑⚙，⚗⚙⚔残存期間別合計

（単位：百万円）

（⚒）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

期末残高
当期減少額当 期

増加額期首残高
そ の 他目的使用

⚙⚑⚘⚔⚐⚙⚑⚘⚔⚒⚓年度
一 般 貸 倒 引 当 金

⚘⚕⚙⚑⚐⚘⚕⚙⚑⚒⚔年度
⚑⚑⚑⚘⚓⚒⚖⚑⚑⚑⚑⚐⚙⚒⚓年度

個 別 貸 倒 引 当 金
⚑⚑⚖⚘⚓⚒⚘⚑⚑⚖⚑⚑⚑⚒⚔年度
⚒⚐⚒⚑⚖⚗⚒⚖⚒⚐⚒⚑⚙⚓⚒⚓年度

合 計
⚒⚐⚑⚑⚗⚔⚒⚘⚒⚐⚑⚒⚐⚒⚒⚔年度

（単位：百万円）



（⚓）業種別の貸倒引当金及び貸出金償却の残高
（単位：百万円）

（注）⚑、当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分を省略しています。

貸出金償却
貸倒引当金

期末残高当期減少額当期増加額期首残高
⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度⚒⚔年度⚒⚓年度

⚐⚐⚑⚓⚙⚑⚒⚖⚖⚖⚒⚐⚑⚔⚑⚒⚖⚑⚑⚗情 報 通 信 業
⚐⚐⚑⚓⚙⚑⚒⚖⚖⚖⚒⚐⚑⚔⚑⚒⚖⚑⚑⚗出 版
⚑⚘⚒⚖⚔⚐⚕⚒⚑⚖⚕⚔⚑⚐⚕⚒⚔⚗製 造 業
⚐⚒⚕⚑⚗⚒⚐⚖⚒⚓⚓⚒⚐⚑⚙印 刷
⚓⚐⚑⚘⚒⚐⚒⚑⚐⚕⚒⚐⚑⚖製 本
⚑⚔⚐⚔⚑⚒⚗⚐⚐⚐⚑⚒⚑⚒製 版
⚐⚐⚙⚗⚑⚑⚓⚐⚗⚘卸 売 業 、 小 売 業
⚐⚐⚒⚑⚐⚐⚑⚐⚑⚑書 店
⚐⚐⚒⚑⚐⚑⚑⚐⚑⚒取 次
⚐⚐⚔⚔⚑⚐⚐⚐⚔⚔紙 業
⚙⚐⚑⚒⚑⚗⚕⚔⚐⚑⚑⚗⚒⚐そ の 他
⚒⚘⚒⚖⚒⚐⚑⚒⚐⚒⚓⚐⚑⚗⚒⚙⚒⚖⚒⚐⚒⚑⚙⚓小 計
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐地 方 公 共 団 体
⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐⚐雇用・能力開発機構等
⚒⚘⚒⚖⚒⚐⚑⚒⚐⚒⚓⚐⚑⚗⚒⚙⚒⚖⚒⚐⚒⚑⚙⚓合 計

（⚔）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

（注）⚑、格付は、適格格付機関が関与しているものに限ります。
⚒、エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

エクスポージャーの額告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分

（％）
⚒⚔年度⚒⚓年度

格付なし格付あり格付なし格付あり
⚑，⚒⚙⚒－⚑，⚔⚒⚙－⚐
⚓，⚔⚖⚒－⚓，⚖⚐⚑－⚑⚐
⚑⚔，⚓⚖⚓－⚑⚖，⚔⚑⚐⚔⚒⚖⚒⚐
⚓⚓⚖－⚓⚖⚑－⚓⚕
⚔⚐－⚓⚙⚒⚐⚓⚕⚐
⚘⚒⚔－⚙⚕⚗－⚗⚕

⚑⚔，⚕⚔⚑⚑⚐⚐⚑⚓，⚘⚐⚗⚒⚐⚖⚑⚐⚐
⚘－⚔⚙－⚑⚕⚐

－－－－⚓⚕⚐
－－－－自己資本控除
⚓⚔，⚘⚖⚙⚑⚐⚐⚓⚖，⚖⚕⚖⚘⚓⚖合 計

（単位：百万円）

⚔、信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（注）当組合は、適格金融資産担保について勘弁手法を用いています。

クレジット・デリバティブ保 証適格金融資産担保信用リスク削減手法
ポートフォリオ 平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度

――⚐⚐⚒，⚒⚕⚙⚒，⚕⚐⚘信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

――⚐⚐⚒⚙⚓⚓①ソブリン向け
――⚐⚐⚐⚐②金融機関向け
――⚐⚐⚑，⚙⚗⚘⚒，⚑⚓⚖③法人等向け
――⚐⚐⚒⚑⚐⚒⚗⚐④中小企業等・個人向け
――⚐⚐⚐⚐⑤抵当権付住宅ローン
――⚐⚐⚐⚐⑥不動産取得等事業向け
――⚐⚐⚔⚐⚖⚘⑦⚓ヵ月以上延滞等

（単位：百万円）

⚕、派生商品取引及び長期決済期間取引の相手のリスクに関する事項
当組合は、該当がありません。



⚗、出資等または株式等エクスポージャーに関する事項
（⚑）貸借対照表計上額及び時価等

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度
区 分

時 価貸借対照表計上額時 価貸借対照表計上額
⚐⚐⚐⚐上 場 株 式 等

⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐非 上 場 株 式 等
⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐⚑⚔⚙，⚔⚙⚐合 計

（単位：千円）

（⚒）出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度区 分
⚐⚐売 却 益
⚐⚐売 却 損
⚐⚐償 却

（単位：千円）

（⚓）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）本表は、「その他有価証券」の評価損益です。

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度区 分
⚐▲⚗⚕⚕評 価 損 益

（単位：千円）

⚖、証券化エクスポージャーに関する事項
当組合は、該当がありません。

⚘、金利リスクに関する事項

（注）99パーセンタイル値を使用しています。

平成⚒⚔年度平成⚒⚓年度

⚔⚕⚑⚔⚓金利リスクに関して内部管理上使用した金利
ショックに対する損益・経済価値の増減額

（⚔）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
当組合では、該当がありません。

（単位：百万円）



主要な事業の内容

˙店舗と商品のご案内
店舗のご案内
本店
〒⚑⚐⚐-⚐⚐⚕⚑ 東京都千代田区神田神保町⚑−⚑⚐⚑
Tel⚐⚓−⚓⚒⚙⚒−⚒⚗⚑⚑（代） Fax ⚐⚓−⚓⚒⚙⚒−⚒⚗⚑⚐

板橋支店
〒⚑⚗⚓-⚐⚐⚐⚕ 東京都板橋区仲宿⚖⚓−⚑⚐
Tel⚐⚓−⚓⚙⚖⚒−⚐⚒⚐⚖（代） Fax ⚐⚓−⚓⚙⚖⚒−⚐⚒⚓⚘

本部
〒⚑⚐⚐-⚐⚐⚕⚑ 東京都千代田区神田神保町⚑−⚑⚐⚑
Tel⚐⚓−⚓⚒⚙⚒−⚘⚒⚘⚑（代） Fax ⚐⚓−⚓⚒⚙⚒−⚘⚒⚐⚒
Eメール bunshin-soumu@nifty.com
HP http://www.bunka-shinyo.co.jp

預金と積金
内容と特色お預入れ金額期間種類

貯める、受取る、支払う、借りるの⚔つの機能を⚑冊にまとめた暮
らしに役立つ通帳です。更に自動融資をセットした預金です。⚑円以上出し入れ自由総 合 口 座

ご事業のお取引に、小切手、手形がご利用いただける便利な預金
です。⚑円以上出し入れ自由当 座 預 金

給与、年金のお受取り、公共料金の自動支払など家計簿代わりに
使える便利な預金です。⚑円以上出し入れ自由普 通 預 金

まとまった資金の短期運用に適しています。⚑万円以上⚗日以上通 知 預 金

納税に備える預金です。⚑円以上
入金は自由

納 税 準 備 預 金
払戻は納税時に

事業や個人の目的に備え、ご希望の契約額と期間を定めて、毎月
一定額を無理なく、着実に積立てる預金です。⚑⚐⚐⚐円以上⚑～⚕年定 期 積 金

まとまった資金を市場金利情勢に合わせて運用、お預入れ時の利
率は満期日まで変わりません。金利は毎週店頭に表示してありま
す。

⚑⚐⚐⚐円以上
⚓⚐⚐万円未満

⚑ヶ月以上⚕年以内スーパー定期
定

期

預

金

⚓⚐⚐万円以上
⚑⚐⚐⚐万円未満

一番お得な高利回りの預金です。金利は契約時に市場実勢に合わ
せたご納得いただける金利を適用します。⚑⚐⚐⚐万円以上⚑ヶ月以上⚕年以内大 口 定 期

⚖ヶ月ごとに市場金利に合わせ、金利が変動します。⚑⚐⚐⚐円以上⚒年・⚓年変動金利定期
⚑年複利の有利な預金です。お預入れから⚑年経過後は、満期日を
指定して払い戻すことが出来ます。

⚑⚐⚐⚐円以上
⚓⚐⚐万円未満⚓年期日指定定期

給与やボーナスから天引きで積立てが出来る預金です。一般財形
（使い道自由）、住宅財形（マイホーム資金を目的）があります。⚑⚐⚐⚐円以上

一般財形⚓年以上
財 形 預 金

住宅財形⚕年以上

商品のご案内

ご融資
一般商業手形割引です。手 形 割 引
運転資金など短期のご融資です。手 形 貸 付
設備・長期運転資金など長期のご融資です。証 書 貸 付
限度を定め自由にご利用できます。当 座 貸 越

左記の金融機関に係る業務の代理の窓口として、
ご希望の資金に応じた融資の取扱いを行なって
おります。

全国信用協同組合連合会
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫

代
理
貸
付

都・区の低利な制度融資です。地 方 行 政 制 度 融 資



ローン商品
個人向けで、お使い道自由で便利なローンです。カ ー ド ロ ー ン
長年、出版業界でお仕事をされている中小企業・個人事業主の皆様を
対象とした事業資金の融資商品です。ぶ ん し ん ビ ジ ネ ス ロ ー ン

業界先勤務者及び当組合の地区内に居住または勤務している方のラ
イフサイクル支援です。ぶんしんライフサイクルローン

ぶんしんとのお取引内容に応じてお得な優遇金利が適用される住宅
ローンです。ぶ ん し ん の 新 住 宅 ロ ー ン

˙̇̇ しんくみ保証提携ローン
お使いみち自由な個人のお客様向けの融資商品です（ただし事業資
金、旧債返済資金は除きます。）。フ リ ー ロ ー ン

車両の購入はもちろん、修理、車検費用や免許取得資金にもご利用い
ただけます（ただし事業用、営業用車両の購入資金や個人間売買資金
は除きます。）。

カ ー ラ イ フ ロ ー ン

「ハンドルキーパー運動」の趣旨をご理解いただきご協力いただける
お客様に対して適用金利を優遇するカーライフローンです。

ハ ン ド ル キ ー パ ー 運 動 応 援
カ ー ラ イ フ ロ ー ン

小・中・高校、予備校、専門学校、短大、大学、大学院などの入学時
や在学時に係る費用に幅広くご利用いただけます。奨 学 ロ ー ン

増改築・修繕等資金、電化対応等資金、エコ給湯対応等資金、バリア
フリー対応等資金などのリフォーム関連資金や他金融機関のリ
フォーム資金の借換資金としてご利用いただけます（ただし店舗改装
等の事業性資金は除きます。）。

リ フ ォ ー ム ロ ー ン

中小企業・個人事業主の皆様を対象とした事業資金の融資商品です。し ん く み ビ ジ ネ ス ロ ー ン

特別区融資制度 千代田区、中央区、新宿区、文京区、板橋区等の商工融資を取扱っています。
内国為替業務 全国どこの金融機関にも確実・安全にお振込いたします。また、手形や小切手の取立もスピー

ディに行います。

代理貸付業務 全国信用協同組合連合会、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫等の代理貸付業務を行って
います。

収納代理業務 出版健康保険組合、出版厚生年金基金、全国印刷工業健康保険組合、東京印刷工業厚生年金
基金、東京製本健康保険組合、東京製本厚生年金基金等の組合費、掛け金等の収納代理業務
を行っています。

貸金庫 本店で取扱いをしています。

付 随 業 務



●●●各種手数料

料 金基 準内 容
⚖⚓⚐⚓万円未満⚑件に付

他金融機関宛振
込
手
数
料

⚘⚔⚐⚓万円以上⚑件に付
⚒⚑⚐⚓万円未満⚑件に付

自信用組合本支店間
⚔⚒⚐⚓万円以上⚑件に付
⚘⚔⚐⚑件に付電信扱（電報による）

送 金 手 数 料
⚖⚓⚐⚑件に付普通扱（送金小切手）
⚒⚑⚐⚑通に付東京・横浜交換所内

支払場所別
代金取立手数料
（手形割引も含む）

⚘⚔⚐⚑通に付名古屋・京都・大阪・神戸
⚙⚔⚕⚑通に付普通扱

上記地区以外
⚑，⚐⚕⚐⚑通に付至急扱
⚖⚓⚐⚑件に付送金・振込の組戻料そ

の
他
為
替

⚖⚓⚐⚑通に付取立手形組戻手数料
⚖⚓⚐

⚖⚐⚐円を超える場合は
その金額×⚑．⚐⚕＋実費

⚑通に付取立手形店頭呈示料

⚖⚓⚐⚑通に付不渡手形返却料
⚖⚓⚐⚑冊（⚕⚐枚）小切手用紙

そ

の

他

業

務

手

数

料

⚑，⚐⚕⚐⚑冊（⚕⚐枚）手形用紙
⚕⚒⚕⚑枚マル専手形用紙
⚕⚒⚕⚑枚預金小切手作成
⚑，⚐⚕⚐⚑件預金証書・通帳再発行
⚕⚒⚕⚑枚出資証券再発行
⚕⚒⚕⚑枚キャッシュ・ローンカード再発行
⚓⚑⚕⚑件残高証明書作成
⚓，⚑⚕⚐⚑件住宅ローン証書貸付一部繰上償還
⚓，⚑⚕⚐⚑件⚓年以内

証書貸付
全額繰上償還
貸付日より

⚒，⚑⚐⚐⚑件⚓年超⚕年以内
⚑，⚐⚕⚐⚑件⚕年超⚗年以内
無料⚑件⚗年超

⚓，⚑⚕⚐一部繰上償還及び約定日・
期限・弁済方法等条件変更証書貸付全般

⚗⚐⚐⚑件確定日付取得（除火災保険質権設定）
⚔．⚕／⚑，⚐⚐⚐新株又は増資発行額に対し

株式払込
⚑⚐⚕受付票発行の場合⚑通に付

⚑⚐，⚕⚐⚐年間貸金庫賃料
無料組合内他顧客への自振

⚓⚑⚕⚐＋実費⚑件部内調査
担保不動産調査 ⚑⚐⚕，⚐⚐⚐～⚑⚕⚗，⚕⚐⚐＋実費⚑件正式鑑定 都内⚒⚓区内

⚑⚖⚘，⚐⚐⚐～⚒⚒⚐，⚕⚐⚐＋実費⚑件正式鑑定 上記地域以外
無料⚕⚐⚐枚まで原則組合員で、かつ定期預金⚕⚐万円以上・定期積金

掛金月⚕万円以上のいずれかに該当するお取引先
邦貨の両替手数料
（紙幣、硬貨の数量はお持
込、お持帰りのいずれか該
当する場合をいいます）

⚓⚑⚕⚕⚐⚑枚から⚕⚐⚐枚毎
無料⚑～⚕⚐枚

上記基準に満たない方
⚓⚑⚕⚕⚑枚から⚕⚐⚐枚毎

（平成⚒⚕年⚓月⚓⚑日現在、消費税込み単位：円）



˙ 昭和⚒⚗年⚑⚑月 ⚘日 東京出版信用組合として開業 初代組合長に寺澤音一就任
˙̇̇ 昭和⚓⚑年 ⚕月 ⚘日 本店を千代田区神田神保町⚑丁目に新築
˙̇̇ 昭和⚓⚓年 ⚔月 ⚗日 ⚒代目組合長に下出源七就任
˙̇̇ 昭和⚓⚕年 ⚒月 ⚘日 江戸川支店を新宿区東五軒町に開設
˙̇̇ 昭和⚓⚘年 ⚗月 ⚘日 京橋支店を中央区新富町に開設
˙̇̇ 昭和⚓⚙年 ⚖月 ⚑日 組合名称変更「文化産業信用組合」となる
˙̇̇ 昭和⚔⚑年 ⚔月 ⚘日 文京支店を文京区氷川下町（現千石⚒丁目）に開設
˙̇̇ 昭和⚔⚓年 ⚑月⚑⚖日 京橋支店を中央区八丁堀へ移転開店
˙̇̇ 昭和⚔⚓年 ⚖年 ⚘日 板橋支店を板橋区志村⚑丁目開設
˙̇̇ 昭和⚔⚔年 ⚓年⚓⚑日 預金量⚕⚐億円突破
˙̇̇ 昭和⚔⚕年 ⚓月 ⚒日 本店ビル竣工に伴い新店舗で業務開始
˙̇̇ 昭和⚔⚘年 ⚓月⚒⚘日 板橋支店を板橋区仲宿に移転開店
˙̇̇ 昭和⚔⚘年 ⚘月 ⚓日 オフライン・コンピュータシステム導入
˙̇̇ 昭和⚔⚙年 ⚕月⚒⚓日 ⚓代目理事長に小川誠一郎就任
˙̇̇ 昭和⚔⚙年 ⚗月⚓⚑日 預金量⚑⚐⚐億円突破
˙̇̇ 昭和⚕⚒年 ⚕月⚑⚘日 ⚔代目理事長に竹尾栄一就任
˙̇̇ 昭和⚕⚒年 ⚕月⚒⚔日 ⚕代目理事長に和田欣之介就任
˙̇̇ 昭和⚕⚓年 ⚒月⚑⚓日 江戸川支店竣工に伴い新店舗で業務開始
˙̇̇ 昭和⚕⚓年⚑⚑月⚓⚐日 預金量⚑⚕⚐億円突破
˙̇̇ 昭和⚖⚐年 ⚕月⚑⚓日 オンライン・コンピュータシステム導入
˙̇̇ 昭和⚖⚐年⚑⚐月 ⚘日 港支店を港区芝⚓丁目に開設
˙̇̇ 昭和⚖⚑年⚑⚒月⚓⚑日 預金量⚒⚐⚐億円突破
˙̇̇ 昭和⚖⚓年⚑⚐月⚒⚔日 全国信用組合大会にて優良信用組合として表彰される
˙̇̇ 平成⚑年 ⚙月⚓⚐日 預金量⚒⚕⚐億円突破
˙̇̇ 平成⚓年 ⚕月⚒⚒日 ⚖代目理事長に長坂一雄就任
˙̇̇ 平成⚖年 ⚓月⚓⚑日 預金量⚓⚐⚐億円突破
˙̇̇ 平成⚘年⚑⚐月⚒⚕日 全国信用組合大会にて優良信用組合として表彰される
˙̇̇ 平成⚙年 ⚕月⚒⚖日 ⚗代目理事長に渡ᬑ隆男就任
˙̇̇ 平成⚑⚑年 ⚖月⚒⚕日 ⚘代目理事長に大谷健美就任
˙̇̇ 平成⚑⚑年⚑⚑月⚑⚗日 東京都労働経済局長より都政への協力に対し表彰される
˙̇̇ 平成⚑⚒年 ⚓月⚓⚑日 預金量⚓⚕⚐億円突破
˙̇̇ 平成⚑⚔年 ⚑月⚑⚕日 京橋支店を本店に統合のうえ廃店
˙̇̇ 平成⚑⚔年 ⚒月 ⚘日 新本店竣工披露パーティ
˙̇̇ 平成⚑⚔年 ⚒月⚑⚒日 竣工ビルにて本店移転開店・同所に本部事務所移転
˙̇̇ 平成⚑⚔年⚑⚐月 ⚑日 理事長 大谷健美が東京都知事より都政功労者として表彰される
˙̇̇ 平成⚑⚔年⚑⚑月⚗・⚘日 創立⚕⚐周年記念パーティ開催
˙̇̇ 平成⚑⚗年 ⚖月⚒⚒日 ⚙代目理事長に白鳥義胤就任
˙̇̇ 平成⚑⚗年⚑⚑月⚒⚑日 しんくみ全国共同コンピュータシステム稼動開始
˙̇̇ 平成⚑⚙年⚑⚒月⚑⚗日 港支店を本店に統合のうえ廃店
˙̇̇ 平成⚒⚐年 ⚓月 ⚑日 ⚑⚐代目理事長に下山務就任
˙̇̇ 平成⚒⚔年 ⚒月⚒⚒日 ⚑⚑代目理事長に大谷健美就任
˙̇̇ 平成⚒⚔年 ⚔月⚒⚖日 本部組織変更を行い営業推進本部を設置
˙̇̇ 平成⚒⚔年 ⚔月⚒⚖日 理事会の下に「融資増強・貸出金管理委員会」と「店舗統廃合管理委員会」を設置
˙̇̇ 平成⚒⚔年⚑⚐月 ⚙日 江戸川支店と文京支店を本店に統合のうえ廃店
˙̇̇ 平成⚒⚔年⚑⚑月⚒⚒日 創立⚖⚐周年記念パーティ開催

当組合のあゆみ（沿革）



トピックス

一般財団法人 出版クラブでは、震災復興の一環として出版復興基金を組成して被災地に各種出版物を継続的
に配布してきています。当組合もこの運動に参画して被災地図書館の復興や子供への図書配布等の募金活動に協
力しています。

新住宅ローン、しんくみビジネスローン保証料一括型及びしんくみパートナーズローン保証料一括型の取扱い
を開始いたしました。個人及び小規模事業主のみなさまが使いやすいローンとなっています。

平成⚒⚔年⚑⚑月に創立⚖⚐周年を迎えました。記念事業として銀行会館で創立⚖⚐周年記念講演会（講師 篠沢恭助
資本市場研究会理事長）及び記念パーティを開催、約⚑⚖⚐名の方々が出席されました。
また、創立⚖⚐周年記念定期預金を⚒⚔年度末まで取扱い、みなさまから多くのご利用をいただきました。

営業効率の向上を図るために、営業本部を創設するとともに、江戸川支店及び文京支店を本店に統合のうえ廃
店といたしました。営業本部は、業務推進部と営業店を統括して組合が進むべき中長期的な方向性を明示し、高
い経営成果の実現を図ります。一方で廃止両支店のお客さまにはご不便をおかけしますが、本店では集中して人
材の育成を図ることとし、統合前以上にお役に立つようにきめ細かい対応を目指します。

全銀協が主体となって進めていた手形の電子化を図るでんさいネットに当組合も参加いたしました。決済の確
実性、効率性を高めてまいります。

大規模地震その他の災害が発生した場合、役職員等の安全を確保するとともに、金融機関として必要な業務の
継続を図ることを目的とした「大規模災害発生時における業務継続計画」を制定いたしました。あわせて、信組
情報サービス（株）（SKC）が実施した被災訓練に参加し、また、当組合独自の訓練を実施いたしました。

目標管理制度を主体とした新人事制度を平成⚒⚕年度から発足させます。業務に積極的に取組み、近い将来、当
組合を担える人材を育てます。

●●●出版クラブを通じた被災地復興支援

●●新ローンの取扱い開始

●●創立⚖⚐周年記念事業

●●組合の組織変更

●●でんさいネット取扱い開始

●●業務継続計画（BCP）の制定

●●新人事制度の導入



当組合は、出版及びその関連産業の業域信用組合として、業界及び地域の組合員のみなさまへのご融資や預金
の受入あるいは為替業務等を通じて資金の円滑な供給に努めております。特に平成⚒⚔年度は、みなさまの資金の
需要に積極的にお応えするように取組んでまいりました。このような業務上以外にも、次のように組合員、地域
あるいはその周辺の方々に対しまして、積極的な取組みを行っております。

本店が所在する神保町界隈では、毎年ブックフェスティバル、古本まつりが行われ、本の愛好家が多数訪れま
す。平成⚒⚔年は⚑⚐月⚒⚗日から⚒日間ブックフェスティバルが開催され、出版社がテントを並べて新刊本を市価よ
り割り引いて販売しました。当組合は、出店した出版社等に対する両替業務を⚒日間にわたって行い、改めて本
の魅力を訴えました。また、古本まつりは⚑⚑月⚔日まで行われ、ブックフェスティバルとともに、延べ⚓⚐万人
（主催者調べ）の方々が全国から訪れました。

出版、印刷、取次、製本、紙商、書店が参加して行われる全出版人大会に協賛いたしました。これらの業界の
ほか文部科学省、著作者、国立国会図書館等の方々、さらに東日本大震災の被災地書店からパネルディスカッショ
ンに加わるなど、盛況裡に終わりました。

出版団体（出版梓会、自然科学書協会、出版七日会、土木建築書協会、学習書協会あるいはＰＧＣ会等）の会
議、会合に係る事務管理の一部を行い、出版団体の運営の円滑化を図っています。

「文京千石氷川下大祭」「板橋氷川神社祭礼」では、支店前駐車場を開放して神輿の待機場とするなど、地元と
の交流に努めました。

出版関連業界及び地域のみなさまとの交流（貢献）の状況について

●●● 神保町ブックフェスティバル、古本まつり協賛

●● 全出版人大会協賛

●● 地元商店街の催し参加

●● 出版団体等の事務管理
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経営レポート
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